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【開催日】 平成２７年１２月９日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後３時４５分 

【出席委員】 
 

委 員 長 伊 藤   實 副委員長 小 野   泰 

委 員 岡 山   明 委 員 河 野 朋 子 

委 員 笹 木 慶 之 委 員 下 瀬 俊 夫 

委 員 中 村 博 行 委 員 松 尾 数 則 

委 員 矢 田 松 夫   

 

【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 
 

副 議 長 三 浦 英 統   

 

【傍聴議員】  
 

議  員 杉 本 保 喜   

 

【執行部出席者】  
 

総務部長 中 村   聡 人事課長 城 戸 信 之 

人事課主幹 辻 村 征 宏 人事課人事係長 山 本 満 康 

税務課長 古 谷 昌 章 税務課主幹 藤 山 雅 之 

税務課主査兼収納係長 藤 上 尚 美 税務課主査兼市民税係長 銭 谷 憲 典 

税務課主査兼固定資産税係長 藤 本 義 忠 総合政策部長 芳 司 修 重 

総合政策部次長兼企画課長 川 地   諭 企画課主査 河 田 圭 司 

財政課長 篠 原 正 裕 財政課主査兼財政係長 山 本   玄 

情報管理課長 山 根 正 幸 情報管理課主幹 柏 村 照 美 

情報管理課情報政策係長 石 橋 啓 介 市民生活部長 小 野   信 

市民生活部次長兼環境課長 佐久間 昌 彦 環境事業課長 渡 邉 育 学 

環境事業課課長補佐 池 田 康 雄 健康福祉部長 河 合 久 雄 

健康福祉部次長兼社会福祉課長 岩 本 良 治 高齢福祉課長 吉 岡 忠 司 

高齢福祉課主幹 塚 本 晃 子 高齢福祉課技監 尾 山 貴 子 

高齢福祉課主査 坂 根 良太郎 高齢福祉課主査 河 上 雄 治 

障害福祉課長 兼 本 裕 子 障害福祉課主査 岡 村 敦 子 

こども福祉課長 川 﨑 浩 美 こども福祉課主幹 河 口 修 司 
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こ ど も 福 祉 課 子 育 て 支 援 係 長 三 藤 恵 子 こども福祉課保育係長 山 田 寿実子 

国保年金課長 亀 田 政 徳 国保年金課主幹 安 重 賢 治 

国 保 年 金 課 国 保 係 長 大 濵 史 久 健康増進課長 山 根 愛 子 

健康増進課課長補佐 河 野 靜 恵 健康増進課課長補佐 木 本 順 二 

健康増進課主査 石 井 尚 子 産業振興部長 姫 井   昌 

産 業 振 興 部 次 長 兼 農 林 水 産 課 長 多 田 敏 明 商工労働課長 白 石 俊 之 

商工労働課主査 山 本 修 一 農林水産課技監 河 田   誠 

農林水産課主査 中 村 景 二 農林水産課主査 湯 淺   隆 

農 林 水 産 課 農 林 係 長 森 山 喜 久 建設部長 佐 村 良 文 

土木課長 榎 坂 昌 歳 土木課課長補佐 井 上 岳 宏 

土木課主査 泉 本 憲 之 土木課道路整備係長 金 田   健 

都市計画課長 森   一 哉 都市計画課課長補佐 渡 邉 俊 浩 

都市計画課主査 高 橋 雅 彦 建築住宅課長 中 森 達 一 

建築住宅課主幹 平 中 孝 志 成長戦略室長 大 田   宏 

成長戦略室副室長 大 谷 剛 士 成長戦略室員 平 田   崇 

市民館長 金 子 雅 宏 教育長  江 澤 正 思 

教育部長 今 本 史 郎 学校教育課長 笹 村 正 三 

学校教育課主査 古 屋 憲太郎   

 

【事務局出席者】 
 

局 長 古 川 博 三 局 次 長 清 水   保 

 

【審査事項】 

１ 議案第９０号 平成２７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第３回）

について 

 

午前１０時 開会 

 

伊藤實委員長 それでは、一般会計予算決算常任委員会を開催します。最初に

審査番号１番の総括、歳入関係の審査を行います。 

 

芳司企画調整部長 補正予算（第３回）の説明の前に、お手元にお配りしてい

ます正誤表について説明します。内容については、議案に係る関係資料

となります歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出において「節の区分及

び説明」欄の記載に誤りが見つかり、訂正を行う必要が生じたものです。

誤りのあった箇所については、お手元の正誤表にあるとおり、補正予算
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書の３７ページ、３款民生費１項社会福祉費４目後期高齢者医療費の節

の区分において「２３償還金、利子及び割引料」とすべきところを誤っ

て「１９負担金、補助及び交付金」としていましたので、これを訂正す

るものです。また、節の区分を２３節に訂正することから、説明欄につ

いては「後期高齢者医療特別対策補助金還付金」と表記していますもの

を「償還金」に訂正するものです。これらの誤りが発生したことについ

ては、深く反省し、今後は読み合わせなどにより複数の職員での確認を

徹底させることで再発の防止を図っていきます。大変申し訳ありません

でした。 

 

篠原財政課長 続いて、平成２７年度山陽小野田市一般会計補正予算(第３回)

について、まず財政課から総括的な説明をします。今回の補正の主なも

のは、山口東京理科大学薬学部校舎建設事業に係る債務負担行為の追加

のほか前年度決算に伴う歳計剰余金処分に係る基金積立、小中学校入学

資金貸付事業、災害復旧事業、人件費の調整など取り急ぎ措置すべき案

件の補正です。では、補正予算の１ページ、今回の補正は、歳入歳出そ

れぞれ７億１,５４３万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２５９億３,５９９万７,０００円とするものです。また、

債務負担行為の追加並びに地方債の追加及び変更をしています。次に２、

３ページ、第１表歳入歳出予算補正の歳入として、１款市税、１２款分

担金及び負担金、１４款国庫支出金、１５款県支出金、１８款繰入金か

ら２１款市債において、補正額を計上しています。次に４ページ、歳出

として、１款議会費から８款土木費、１０款教育費、１１款災害復旧費

において、補正額を計上しています。次に７ページ、第２表債務負担行

為補正として、山口東京理科大学薬学部校舎建設事業並びに指定障害福

祉サービス事業所のぞみ園ほか１３の施設の指定管理者委託料において、

期間及び限度額を追加しています。８ページ、第３表地方債補正として、

農業用施設災害復旧事業債を追加するとともに、治水対策事業債、公共

土木施設災害復旧事業債の限度額をそれぞれ増額変更しています。 

 

古谷税務課長 この度の補正は主に決算を見込んで補正計上しています。１２、

１３ページ、１款市税１項市民税１目個人１節現年課税分の個人所得割

について、５,３００万円の増額補正を行うものです。個人市民税、現年

課税分、個人所得割については、当初予算作成時において、平成２６年

の県内の経済情勢は「一部に弱さがみられるものの、持ち直しつつある」

と引き続き緩やかな回復基調に判断されており、有効求人倍率が１.１倍

前後を維持している状況でありましたが、個人所得は伸び悩んでおり、
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納税義務者の減少傾向を勘案し、前年度、平成２６年度当初予算額に比

べて１.４％の減額を見込んでいました。しかし、本年９月までの調定実

績に１０月以降の調定見込みを加味した上で決算を見込み、５,３００万

円の増額補正を行うものです。これにより個人市民税の補正後の予算額

は、２７億４,０６６万９,０００円となります。次に２項固定資産税１

目固定資産税１節現年課税分について、３,５００万円の増額補正を行う

ものです。内訳は、家屋が５,６００万円増額、償却資産が２,１００万

円減額です。家屋については、３年に１度の評価替えに伴い、評価額が

大きく下がる見込みで、前年度当初予算額に比べて５.４％の減額を見込

んでいましたが、新築、増改築が予想よりも好調で、新増改築予想が

２５５棟でしたが、実績３７４棟になったことにより、平成２７年度当

初予算に比べ、３.５％の増額に転じる見通しですので、決算を見込み、

５,６００万円の増額補正を行うものです。償却資産については、景気の

回復傾向を背景にして、市内主要企業の設備投資マインドが上向くと予

想し、前年度当初予算額に比べて５．７％の増額を見込んでいましたが、

主要企業の設備投資は予想したほど伸びていません。調定実績等を勘案

して平成２７年度当初予算に比べ、１.１％程度の減額を見込み、２,１００

万円の減額補正を行うものです。以上、家屋、償却資産を併せて３,５００

万円を増額補正し、固定資産税の補正後の予算額を４７億６７８万

２,０００円とするものです。次に６項都市計画税１目都市計画税１節現

年課税分について、１,２００万円の増額補正を行うものです。内訳は、

家屋が１,２００万円です。都市計画税については、先に固定資産税の項

で説明した土地、家屋の状況を踏まえ、決算を見込み１,２００万円の増

額補正を行うものです。これにより、都市計画税の補正後の予算額は、

５億４,４５６万９,０００円となります。以上、１款市税は、市民税、

固定資産税及び都市計画税を合わせて１億円の増額補正を行うものです。 

 

篠原財政課長 １８、１９ページ、１８款１項９目１節の財政調整基金繰入金

については、今回の補正の財源調整に伴い、財政調整基金繰入金８,４８３

万５,０００円を減額計上するものです。次の１９款１項１目１節の前年

度繰越金については、９月議会において、平成２６年度一般会計決算の

認定を受けたので、繰越金を処理するものであり、５億５６７万円を増

額計上しています。 

 

亀田国保年金課長 ２０款４項２目３節民生費雑入は、後期高齢者医療に係る

療養給付費負担金の精算によるもので、４,１０１万３,０００円を増額

するものです。 
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兼本障害福祉課長 ２０、２１ページ、２０款諸収入４項雑入３目過年度収入

１節過年度収入６５万４,０００円増額するものです。これは、平成２６

年度障害児支援給付費国庫及び県負担金の精算に伴う追加交付分です。 

 

伊藤實委員長 それでは、執行部からの説明が終わりましたので、質疑に入り

ます。最初に税務課関係について。 

 

下瀬俊夫委員 決算を見込んでのほぼ最終補正ということですので、当初の予

定よりもこれだけ増えているとか、当初見込みと補正の理由について口

答だけの説明ではまずいと思うんです。きちんと資料を出して、例えば

個人の収入を低く見積もっていたが若干伸びたとか、今回の５,３００万

円が全体で何パーセントぐらいなのかとか、その辺の数字の問題も含め

て資料は出せないのですか。 

 

古谷税務課長 資料を提出しなかったことについては、おわびします。後ほど

の提出でよろしいでしょうか。 

 

伊藤實委員長 市税については、非常に大事な部分で、議員も関心があります

ので、分かりやすい資料があったほうが審査しやすいので、よろしくお

願いします。続いて、財政課の関係。 

 

下瀬俊夫委員 財調の繰入れがなかったということですか。 

 

篠原財政課長 ６月補正の補正財源として８,４８３万５,０００円を繰り入れ

ることにしていましたが、この度の１２月補正の財源調整により、繰り

入れる必要がなくなったということで減額しています。 

 

伊藤實委員長 財政調整基金の残高は幾らですか。 

 

篠原財政課長 歳出の積立て後で３５億４４０万３,０００円です。 

 

伊藤實委員長 国保年金課、障害福祉課関係。ないようですので、歳入関係に

ついては終了します。次に審査番号２の健康増進課、環境事業課関係に

ついて審査を行います。執行部の説明を求めます。 

 

山根健康増進課長 ４４、４５ページ、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛
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生総務費２３節償還金、利子及び割引料１２万２,０００円の増額は、平

成２６年度に行った健康増進事業の精算を行った結果、健康手帳作成及

び健康診査費において、補助金交付額が実績額を上回ったための県補助

金返還金です。また、４款１項 1 目の特定財源、県支出金の８２０万

８,０００円の減額については、１６、１７ページ、歳入の１５款県支出

金２項県補助金２目衛生費県補助金１節保健衛生費県補助金のうち、山

口県医療提供体制設備整備事業補助金８２０万８,０００円の減額によ

るものです。これは、歳出における医療提供体制設備整備事業補助金と

して、二次救急医療機関の診療機能として必要な医療機器の購入に対し

て補助金１,２３１万２,０００円を交付する事業に対して、県の補助金

８２０万８,０００円を歳入することとしていましたが、今年度、県補助

金の交付内示がありませんでしたので、この度減額補正するものです。

このことから、歳出における医療提供体制設備整備事業補助金の交付に

ついては、全額一般財源で交付することになりますが、これらに要する

経費については、特別交付税による措置が講じられることとされていま

す。４款１項２目予防費２３節償還金、利子及び割引料１,０００円の増

額は平成２６年度のポリオ２次感染の予防接種事故による健康被害救済

事業の清算を行った結果、補助金交付額が実績額を上回ったための県補

助金返還金です。 

 

渡辺環境事業課長 ４８、４９ページ、４款衛生費２項清掃費２目塵芥処理費

１３節委託料は、焼却灰処理委託料を１,３００万円増額するものです。

これは当初予算の見込み違いによるもので、例年は過去の実績を基に予

算を組んでいましたが、今年度新しいごみ焼却施設が稼動するというこ

とで、新たに計算しましたが、主灰に含まれる水分量、含水率を誤って

計算していましたので、この度増額するものです。続いて、３目し尿処

理費の１１節需用費６３０万９,０００円の増額は、小野田浄化センター

の電気料の増額です。平成２６年度の事業として小野田浄化センターの

汚泥焼却設備を解体し、汚泥搬出設備を設置しました。汚泥焼却設備は

老朽化していましたので、これを取り壊して、新しい環境衛生センター

の施設で浄化センターの汚泥を焼却することになったので、汚泥搬出設

備を新設しました。これに伴って電気料が大幅に減るものと見込んでい

ましたが、予想したほど減りませんでしたので、この度増額するもので

す。 

 

伊藤實委員長 それでは、質疑を行います。最初に健康増進課関係。 
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下瀬俊夫委員 この医療提供体制の設備は何ですか。 

 

山根健康増進課長 超音波画像診断装置が２台です。エコーのことです。 

 

下瀬俊夫委員 県が補助金をくれないということですが、これは購入したもの

を交付金で措置されるということですか。 

 

山根健康増進課長 まだ購入していません。議案が通りましたら、特別交付税

措置を利用して購入することにしています。 

 

伊藤實委員長 それでは、環境事業課関係。 

 

下瀬俊夫委員 水分量が違うということですが、よく分からないんです。新し

く焼却場ができたんですが、投入量そのものが違うんじゃないですか。 

 

渡辺環境事業課長 投入量も今年度から下水道の汚泥と浄化センターのし尿汚

泥を焼却することになっていますので、当然増えています。ですが、当

初予算を立てるときはそれも考慮していました。ところが焼け落ちた灰

を水で冷却します。その段階で水が含まれるんですが、その水分量を誤

って見込んでいたということです。 

 

下瀬俊夫委員 そういうことを審査してもらおうとしたら、資料を出さないと

いけないと思うんですよ。口頭で言われても分からないんです。どのく

らい見込み違いがあったのか、投入量も含めてきちんと資料を出しても

らいたいと思うんですが。 

 

渡辺環境事業課長 資料を用意します。 

 

伊藤實委員長 分かりやすい資料で「こうだった。今度はこうする」というよ

うにしてほしいので、資料をよろしくお願いします。 

 

小野泰副委員長 それと合わせて、今年度から新しい焼却場がスタートしたと

いうことで、運転管理を民間委託にしたということですが、センター全

体でどのような職員配置になっているんですか。 

 

渡辺環境事業課長 センターの職員は、正職員が３６名、再任用が３名、臨時

職員が１３名で合計５２名です。昨年度は５８名ですので、６名減って
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います。計量のほうに２名上がっています。日本管財は２３名で、プラ

ットホームが３名、総括が１名、副総括が１名、整備班が２名となって

います。運転管理、クレーンの操作が４人１班で４班、２交代で働いて

おられます。 

 

矢田松夫委員 焼却灰をほとんど周南に持っていかれているわけですが、受入

れ先には支障は出ないんですか。 

 

渡辺環境事業課長 特に問題はありません。 

 

河野朋子委員 新しいセンターになって、以前の委託料が幾らで、新しくなっ

て委託料をどのくらい見込んでいて、その見込みがどのくらい違ってい

たかというものを示してもらいたいんですが、説明できますか。 

 

渡辺環境事業課長 委託料について資料を持ち合わせていません。 

 

伊藤實委員長 今は補正ですが、３月の予算ではどのようになったかというこ

とは重要なので、よろしくお願いします。 

 

矢田松夫委員 １社が独占となって、焼却灰の見積りが最初から計算間違いが

あったということではないんですか。 

 

渡辺環境事業課長 市のほうで算出するときに間違ったものです。 

 

伊藤實委員長 ほかにありますか。なければ質疑を打ち切ります。ここで職員

の入替えをお願いします。次に審査番号３番、総務部、総合政策部、成

長戦略室、選挙管理委員会関係について、説明をお願いします。 

 

城戸人事課長 補正予算のうち、人件費全般に係る補正について説明します。

それでは、お手元にお配りしている参考資料の３ページ、総計欄で、こ

の度の補正は、主に人事異動等に伴う人件費の調整によるもので、一般

会計全体で１ ,３４７万２ ,０００円を増額するものです。まず、２節給

料については、全体で１ ,８２１万円を減額し、補正後の額を１７億

７ ,２４２万２ ,０００円とするもので、減額の主な要因は、普通退職者

及び育児休業者分の減額のほか、任期付職員の減等によるものです。次

に、３節職員手当等については、全体で７ ,４７７万４ ,０００円を増額

し、補正後の額を１２億４ ,４０４万３ ,０００円とするもので、増額の
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主な要因は、今年度の早期退職者及び普通退職者分の退職手当の増と時

間外勤務手当の増です。なお、時間外勤務手当については、通常の時間

外勤務に加え、今年度は合併１０周年記念の関連事業、ガラス展、世界

ジャンボリー、ねんりんピック等への対応のほか、８月の台風被害に伴

う災害復旧事業やマイナンバー制度への対応による時間外勤務が見込ま

れることが主な要因です。次に、４節共済費については、全体で３,１９５

万３,０００円を減額し、補正後の額を６億４,００９万２,０００円とす

るもので、これは、本年１０月１日より被用者年金制度が一元化された

ことに伴い、共済組合負担金の算定の基礎が、従来の「手当率制」から

厚生年金と同様の「標準報酬制」に移行したことによるものです。次に、

７節、賃金については、１ ,１１３万４ ,０００円を減額し、補正後の額

を２億７ ,１９５万６ ,０００円とするもので、減額の主な要因は、臨時

職員の職員数の減によるものです。次に１９節負担金、補助及び交付金

の職員福祉費については５，０００円を減額するものです。それでは、

各款ごとの主な増減の要因について説明します。参考資料の１ページ、

まず、１款議会費は、人事異動等に伴う人件費の調整です。次に２款総

務費は、先ほど説明した普通退職者 1 名の給料の減及び早期退職者 1 名

を含めた退職手当の増であり、賃金については、臨時職員の減によるも

のです。次に３款民生費は、育児休業者分の減及び職員の減によるもの

です。次に４款衛生費は、職員の増によるものです。次に５款労働費は、

人事異動等に伴う人件費の調整です。次に、２ページですが、６款農林

水産業費は、職員の減によるものです。次に７款商工費及び８款土木費

は、人事異動などに伴う人件費の調整です。次に１０款教育費は、人事

異動等に伴う人件費の調整と早期退職者の退職手当の増によるものです。 

 

山根情報管理課長 予算書２４ページ、情報管理課から２款総務費１項総務管

理費４目情報管理費１０２万６,０００円の補正について説明します。補

正前２億２,３９２万９,０００円に対し、補正後は２億２,４９５万

５,０００円となります。補正内容は、県道埴生停車場線の道路拡幅工事

に伴う市イントラネット光ケーブル支障移転の経費です。場所は埴生支

所の西側で、山口銀行埴生支店前の国道１９０号と県道２２９号が交わ

る交差点です。この県道の道路拡幅工事において、支障となる電柱が移

設対象となり、この電柱に共架している市イントラネット光ケーブルも

移設の対象となったので、緊急に対応を行うものです。この道路拡幅工

事は、今年度内の終了を予定されています。対象の光ケーブルの接続先

としてオートレース場、埴生小学校・幼稚園、青年の家、そして埴生支

所の消防ネットワークとなっており、重要な回線です。次にこの財源と
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なる歳入について、予算書１９ページ、２０款諸収入４項雑入２目雑入

に支障移転工事費負担金として、県から１０２万６,０００円の歳入を予

定しています。 

 

篠原財政課長 ６目財政管理費の１３節委託料においては、システム開発委託

料として９５万８,０００円を増額するものです。この度の補正は、新地

方公会計制度に伴う国の標準ソフトウェアを導入するために本庁舎内に

サーバを設置するものです。設置するサーバについては、この２７年度

予算において、本市の財務会計システムのサーバを更新することとして

おり、そのサーバに同居させることにより設置しようとするものです。

これに掛かる費用として、９５万８,０００円を計上しています。続いて、

８目財産管理費の２５節積立金においては、財政調整基金積立金３億

７,５７６万８,０００円を増額しています。このうち、２億７,０００万

円については、平成２６年度一般会計決算における歳計剰余金５億

３,５６７万１,０００円の処分として、この度の補正予算に計上し、積

み立てるものです。また、補正予算の財源調整として、１億５７６万

８,０００円を財政調整基金に積み立てるものです。これらを積み立てる

ことにより、補正後の財政調整基金の残高は３５億４４０万３,０００円

となります。次に、退職手当基金積立金７,０００万円は、将来の退職手

当の原資とするために積み立てるものであり、補正後の退職手当基金の

残高は５億９,７６４万円となります。 

 

金子市民館長 市民館については、長寿命化を前提にして、耐震基準を満たし

ていない施設として耐震診断の実施を予定しており、平成２８年度の当

初予算において予算計上を計画していましたが、歳入で社会資本整備総

合交付金の利用が可能になったことで、今年度に繰り上げて実施するた

めこの度補正予算を計上するものです。１４ページの歳入で、１４款国

庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金１節総務費国庫補助金に

おいて、社会資本整備総合交付金を３５８万７,０００円計上しています。

２６ページの歳出では、２款総務費１項総務管理費２５目市民館費１３

節委託料において耐震診断委託料を１,２９７万１,０００円計上してい

ます。 

 

古谷税務課長 ２８、２９ページ、２款総務費２項徴税費２目賦課徴収費１３

節委託料について、６５万４,０００円の増額補正を行うものです。これ

は、平成２８年度から軽自動車税の重課及びグリーン化特例を行います

が、これらの賦課には「初年度登録年月」や「燃費基準達成率」の情報
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が不可欠となります。これらの情報は現在、市では保有していないので、

地方公共団体情報システム機構からＬＧＷＡＮ回線を通じて情報を得る

こととしています。これらの情報を平成２８年４月１日の軽自動車の賦

課基準日に基幹システムに取り込むために、平成２７年度中のシステム

改修が必要となります。業者への見積りを依頼していましたが、システ

ム仕様の詳細が判明し、見積価格が８月上旬に分かったため、今回補正

予算に計上しました。 

 

藤村選挙管理委員会事務局長 ２８、２９ページ、２款総務費４項選挙費１目

選挙管理委員会費を２５６万３,０００円減額するものです。補正の原因

は、職員１名減によるものです。次に３０、３１ページ、２款総務費４

項選挙費３目県議会議員選挙費を６３９万９,０００円減額するもので

す。補正の原因は、本年４月１２日に執行された山口県議会議員一般選

挙の事務が終了したことによる実績に基づくものです。歳出補正の内訳

については、主なるものとして３節職員手当等は実績によるもの、１１

節需用費は消耗品の購入を前年度に前倒ししたことによるもの、１３節

委託料はポスター掲示場設置委託料及び人材派遣委託料の入札に伴う落

札額の減によるもの、１８節備品購入費は選挙器具の購入を前年度に前

倒ししたことによるものです。歳入補正については、１８、１９ページ、

ただ今説明した歳出予算に充てる特定財源として、１５款県支出金３項

委託金１目総務費委託金４節選挙費県委託金、県議会議員選挙費事務費

を７２２万８,０００円減額するものです。なお、歳出と歳入の補正予算

額の差額８２万９,０００円については、県議会議員選挙の事務が平成２

６年度、２７年度の２か年度にわたって行われており、平成２６年度に

交付を受けた委託料と実際の支出額の差額を本年８月２１日に交付決定

のあった平成２７年度の委託料で精算されたためです。したがって、事

務費の支出総額が２６年度３６７万６,７２５円と２７年度１,４１１万

３,７２３円の合計１,７７９万４４８円となることに対して、収入総額

も２６年度４５０万円と２７年度１,３２９万４４８円の合計１,７７９

万４４８円となり、２か年度を通じれば同額となっており、収支均衡し

ているということです。 

 

伊藤實委員長 それでは、質疑に入ります。最初に人件費全般について。 

 

下瀬俊夫委員 資料が出されていますが、人数も出してもらわないと分からな

い。 
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城戸人事課長 この度は人数を記載していませんでしたが、一般会計全体で言

うと人数は１名増、全ての会計を含めると１名減となります。次回から

は職員数も含めて記載します。臨時職員については、当初予算と比較し

て６名減です。任期付職員が１名減です。 

 

下瀬俊夫委員 再任用は何人ですか。 

 

城戸人事課長 １０名です。 

 

下瀬俊夫委員 再任用を始めて、ほとんどが公民館に派遣されるということで

すが、資格があって臨時というのは、具体的にどの部署に配属されてい

ますか。 

 

城戸人事課長 有資格者で一般の臨時職員は、学校司書、今までは学校図書支

援員と言っていましたが、そこが臨時職員になっています。図書館につ

いても司書の資格を持っている人が任期付職員と臨時職員がいます。 

 

下瀬俊夫委員 図書館で同じ資格があるのに任期付きと臨時。なぜこんな差を

付けるんですか。有資格者は基本的には任期付きだと理解していたんで

すが、なぜこんなことをいつまでも続けるんですか。 

 

城戸人事課長 資格を求めて採用する職員については、任期付職員の方向でと

いうことで調整していますが、図書館については実際の事業運営に主に

携わる業務を担ってもらう方については任期付きとなっています。一般

のカウンター業務などについては臨時職員として、当初の募集の段階で

区分けをしています。 

 

下瀬俊夫委員 図書館の受付業務をする司書だから最初から臨時だという取り

扱いという話ですよね。おかしいでしょ。有資格者を募集するわけでし

ょ。受付業務は有資格者じゃなくてもいいわけでしょ。有資格者を入れ

るということはいろいろなことができるからということでしょ。何で差

別するんですか。こんな差別はだめだと思っています。少なくても有資

格者は任期付きにすべきだという考えはないんですか。 

 

城戸人事課長 それについては、今後教育委員会と調整したいと考えています

が、当初の募集要件の設定については調整した結果です。 
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下瀬俊夫委員 学校司書のことも含めて言っていますが、調整してということ

は教育委員会が問題なんですか。教育委員会は任期付きを申請しても財

政とか人事とかが臨時のままでという対応をしているんじゃないですか。 

 

城戸人事課長 状況によって異なってくると思いますが、一般の臨時職員を募

集しても司書資格を持った方が応募されるケースもあります。そういっ

た結果、司書資格を有した方が臨時職員として採用されているというこ

ともあろうかと思います。 

 

笹木慶之委員 人件費の中で、共済費が３,１９５万３,０００円減額されてい

ますが、１０月からの被用者年金制度の負担のシステムが変わってきた

ということですが、歳入との関係はないでしょうか。単純にこれだけ減

ったから市の財政が潤ったということではないでしょ。 

 

篠原財政課長 普通交付税については、平成２７年度の単位費用の中に含まれ

ていますので、この度の補正での増減はありません。 

 

笹木慶之委員 それでは、当初予算の中ですでに３,１００万円の歳入の減額は

されていたということですか。 

 

篠原財政課長 国においては、平成２７年度の交付税を算定する単位費用の中

ですでに制度として盛り込まれているということです。 

 

伊藤實委員長 ほかによろしいですか。それでは、その他の部分について質疑

はありませんか。ないようですので、ここで５分間休憩します。 

 

午前１１時休憩 

 

 

午前１１時５分再開 

 

伊藤實委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。次に成長戦略室から説

明をお願いします。 

 

大谷成長戦略室次長 ７ページ、第２表債務負担行為補正の表の一番上にある

山口東京理科大学薬学部校舎建設事業について説明します。現在、山口

東京理科大学の公立大学法人化に向けて、関係者及び関係機関の御協力
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をいただきながら事務を進めていますが、平成２８年４月に山口東京理

科大学を公立大学法人化した後、平成３０年４月の薬学部開設を目指し

ています。薬学部校舎の建設には約１５か月の工期が必要となりますの

で、平成２８年度に薬学部校舎の建設工事に着手する必要があります。

そのためには、１２月下旬から基本設計、実施設計等に係る業者の選定

作業を進める必要がありますので、平成２８年度に限度額１億１,１００

万円の債務負担行為を設定するものです。事業費の内訳としては、基本

設計に４,０５０万円、実施設計に４,９５０万円、施設備品設計に４００

万円、測量・地質調査に１,７００万円の合計１億１,１００万円となっ

ています。 

 

平田成長戦略室員 資料の建設スケジュール（案）について説明します。スケ

ジュールの説明の前に何点かお話をした後にスケジュールの説明をしま

す。１０月に宮城県から帰任して、最初に行ったのはスケジュールのイ

メージがつかめませんでしたので、スケジュールの作成をしました。薬

学部の新設に向けては文科省の設置審議会の審査を合格させることが第

一目標です。この設置審に対して不利な状況は作れないということで、

このスケジュール表が最後までベースになると思いますが、これに向か

ってやっているところです。この建設に向けて作業を進めるに当たって

は、次の数点を念頭に置いています。１点目は、設置審は厚生労働省に

よる国全体の薬剤師抑制策によって、薬学部の新設については原則とし

て薬学部に反対の立場から審査に入るということ。２点目は、基準人数

の教員を確保する必要があり、そのためには早期にリクルート、新しい

先生を探すということを開始する必要があるということです。また、新

しく赴任される教授については、これまでやってこられた研究内容につ

いて建物ができるまで待ってくれというような調査研究に対して時間的

な穴が空けられないということがありました。当面、仮設によってその

研究施設を造って急場をしのぐということも頭にありましたが、設置審

はそういった急場をしのぐという手法は認めないということ。これらの

条件を基にして、最初に行った作業は、旧山口放送大学、今の総合情報

センターの改修を行い、そこで新教授が基礎的な研究をしていただこう

ということがスタートだったんですが、その建物自体が面積が狭小で、

できても２研究室程度であり、経費も億の単位も掛かるということで、

議論の結果、これは無駄であり、アウトにしようということになりまし

た。スケジュール表を眺めながら、学舎を新設するには延べ４か月程度、

設計や工事の期間短縮がほしいということで、４か月短縮することがで

きたら、薬学部の開設と学舎建設の新設が同時にできると。先生のリク
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ルートということもありますが、これができれば設置審も問題がないと

いうことで、現在はこれに向かって取り組んでいるところです。リクル

ートに当たっては、一番肝要と言われる研究室を新しい教授に向けて紹

介するということで、先般東京理科大学本学の協力の下、千葉の東京理

科大学の野田学舎に行って、リクルートを担当する教授とひざを付き合

わせ、研究室や実習室の設計の素案を作ったところです。この素案につ

いては、パーツとして研究室と教授室ということですが、昨日市長と薬

学部設置に向け、東京理科大から全面委任を受けている方と面談があり、

承認を受けることができましたので、リクルートについては来年１月か

ら活動ができるようになりました。では、スケジュールの説明をします。

新教授のリクルートについては、先ほど説明したとおりで、しっかりと

した教授を探すためには約６か月程度掛かるということ。あわせて、市

ではこの１２月に調査や設計の委託の補正をして、できればこれらを年

内の発注として、年明けから１１月まで約１万８,０００平方メートルの

設計ができるコンサルを決めたいと考えています。本来ならば、設計期

間を来年度いっぱいまで取りたいんですが、最後の工事期間を考えると

来年１２月に業者決定をみないと間に合わないと思います。基本設計は

４月末まで、５月からは実施設計を考えています。先ほどトータルで４

か月程度短縮したいと言いましたが、基本設計に掛かる期間を短縮する

ため、現在は東京理科大の教授とメールで図面のやり取りを行っており、

各部屋やその部屋に関連するセクションパーツのグループでの部屋のま

とめをしています。まだ設計の委託ができませんので、設計期間を短縮

するためには自分の内業で短縮するしか手法はありません。基本設計に

当たる期間として約２か月程度、金額として約５００万円程度の減額を

しているところですが、工事の完工については２９年度の３月がぎりぎ

りと思っており、移転については建物完成後ということをリクルートの

条件として提示していただきたいと思っています。それから、当初予定

では鉄筋コンクリートで考えていたようですが、昨今の病院であるとか

厚狭地区複合施設であるとかの状況を聞くと型枠鉄筋工の不足からこの

業務量を減さないととても間に合わないということが分かりました、ま

だはっきり決めていませんが、工期の短縮を図るために今のところは鉄

骨造でやりたいと考えています。仮に従来の鉄筋コンクリートで施工す

ると各階層間、１階から２階、２階から３階ということで、型枠屋、鉄

筋屋ということで約１か月半程度要しまして、現在５階を想定していま

すが、これでは７、８か月掛かるということで、鉄骨ということで考え

ています。それから、右側に赤で表示していますが、スーポーゼネコン

では４か月と記載していますが、これは市民病院の施工実績から鉄骨の
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躯体工事については約１か月程度の短縮ができるのかなと思っています。

それから、費用計上については、この工事の発注に向けては金額がほぼ

確定するであろう９月議会で工事の補正予算を上程するように考えてい

ます。また、平成２９年度施工の外構工事、研究機器は平成２９年度の

当初予算として計上し、同年９月に業者承認を取りたいと考えています。

文科省の設置審議会は開学の１年前の年度末に申請を受け、この調査を

行うために本市に来るということを聞いています。その折には、基礎工

事の完了程度はできていないと考えています。第一優先は、とにかく設

置させない方向で考えている文科省の設置審議会に対して、これを通す

ことを考えています。 

 

伊藤委員長 それでは、質疑をお願いします。 

 

中村博行委員 まず基本的なところで、この建設については平田さん一人で全

てされるという予定でしょうか。 

 

大田成長戦略室長 土日、残業ということで非常に負担を掛けていますので、

新年度はもう１名建築士をあてがってほしいということを要求したいと

考えています。優秀な方ですが、一人では厳しいと感じています。 

 

下瀬俊夫委員 基本的な問題ですが、厚狭駅前かと思っていたんですが、それ

がいつの間にかこうなったというその経過を。理科大の特別委員以外知

らないんですよ。 

 

伊藤實委員長 委員会も知りません。 

 

下瀬俊夫委員 既に現在の東京理科大の敷地内ということが前提で進んでいる

ようなので、経過を説明してください。 

 

大田成長戦略室長 市長の中では、現在の学校敷地内と厚狭駅前の区画整理事

業用地の２つで検討されていたと思います。様々な条件を考えられた結

果、早期の開学を優先するということで現在の学校敷地内に決断された

のではないかと思います。 

 

矢田松夫委員 現在の敷地内と言われましたが、その敷地は宇部市側ですか、

山陽小野田市側ですか。 
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大田成長戦略室長 現在の予定場所は、大部分が宇部市で、一部山陽小野田市

というか学校法人の土地で、後は宇部市から使用貸借させてもらってい

る土地です。その件についても先日１１月２７日に白井市長から久保田

市長にこの土地辺りに建てさせてほしいということは伝えてあります。 

 

下瀬俊夫委員 そうであれば、敷地の図面とか建設予定位置とかあるんじゃな

いですか。あれば資料として出してもらわないと、債務負担行為だけを

認めてくれというのではちょっといかがなものかと思いますよ。 

 

大田成長戦略室長 あくまでも現時点での予定ということで、今後校舎のレイ

アウトによって少し変わるかもしれませんが、それはお配りしたいと思

います。 

 

伊藤實委員長 それはお願いします。それと昨日の理科大の委員会で、宇部市

から借りているところをお願いしているけど、合意はしていないんでし

ょ。 

 

大田成長戦略室長 本日、委員会で審議していただくために昨日市長が宇部市

長に電話を掛けられました。「１１月２７日にお願いした件のお答えをい

ただけないでしょうか」ということで、宇部市長からは「要望された日

にすぐに下に指示を出しているので、幾つか案を考えているようだが、

もう少し時間をください」ということを言われたようです。 

 

伊藤實委員長 それは合意とは違うでしょ。合意をしているのかということを

聞いているんです。 

 

大田成長戦略室長 宇部市からの正式な回答はもらっていません。 

 

伊藤實委員長 ないわけでしょ。よその不動産にということもあるので。この

件については、一般会計のメンバーと理科大のメンバーがいますが、一

般会計のほうで「はい、そうですか」ということにはならないので、こ

れについては、理科大の委員会から成長戦略室に資料請求するようにし

ています。新幹線前、厚狭高南、今の工学部のところの３つを比較検討

した資料等を含めて資料請求するようにしていますので、そのことを含

めて理科大と一般会計で連合審査会をしたいと思いますので、その辺の

経緯も含めて集中審議したいと思います。したがって、本日は採決には

入りません。 
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河野朋子委員 昨日、理科大の委員会の中でいろいろ質疑した中で、どちらか

と言えば、きちんと明らかになって解決したというよりは、大丈夫かな

という不安が少しずつ増えてきたというのが正直な感想です。不確実な

ことがいろいろ分かってきて、そういった状況の中で、債務負担行為の

金額だけを出されて、この委員会で「はい」というわけにはいかないな

と正直なところ私も思いました。理科大の特別委員会もあって、その中

でいろいろ説明してもらっている中で、この辺のところは理科大の委員

会の中できちんと説明してもらっていないと言うところもあるので、理

科大の薬学部の建設という大変大切なもので、債務負担行為の金額をす

んなり議決というわけにはいかないなと思います。そこで、今回補正で

出された理由をスケジュールをもって言われましたが、補正で出さなけ

れば間に合わない状態なのかどうか確認します。 

 

平田成長戦略室員 結論から言いますと、補正でやらないと間に合わない状況

にあります。 

  

矢田松夫委員 やはりお金が先に出るというよりは、この委員会を含めてどの

ぐらいの敷地でどのぐらいの規模、どんな校舎を建てるかというアウト

ラインは示してもらって、どうでしょうかというのが、委員会の審査の

仕方だと思うんですが、どうでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 現在の作業状況から言うと、それぞれ個別の研究室のレイ

アウト、これは教員のリクルートに必要なものですから、それを決める

ことを優先して、それが先般確定し、リクルートに入ってもらえること

が承認されました。それで、個別の研究室が１７から１８パッケージ必

要になります。それプラス講堂、図書館、学生食堂、事務室、講義室等

が必要になってきます。全体で約１万８,０００平方メートル程度を超え

ないということで、今から具体的な基本設計、実施設計に入っていきま

すので、建設の内容、それからこのくらいの敷地の上に建つであろうと

いう位置図、そういうものはお示しできると思います。ただ、具体的な

イメージ図とか設計書についてはこれからの作業ということになります。 

 

伊藤實委員長 薬学部、医学部でもそうですが、１年、２年は教養ですよね。

専門分野は３年からですよね。そうした場合、今のところにしても最初

に１、２年は共用部分で済むわけですよね。その辺の比較検討をしたこ

とはありますか。 
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大田成長戦略室長 私どもも当初は、１、２年は教養、そして専門課程に入る

３年生からということで校舎建設を年次的に計画していましたが、教育

のリクルートの件で学校法人と詰める中で、一番大きな問題は来ていた

だく先生に研究できない期間があってはならないということが大きな条

件であるということが分かりました。要は先生方は継続的な研究をされ

ていますので、１年でも研究に穴を開けることができない。特に外部資

金を取っておられる先生方にとっては、研究に穴が開いて研究の成果報

告ができないと今後その資金を獲得することができないということにな

りますので、実際の学生への教育は１、２年は教養課程ですが、来てい

ただく先生方の研究を継続する施設は造らないといけないということが

分かりましたので、全ての研究室を完備した状態で先生を迎えないとい

けないということで校舎建設を急ぐようになりました。当初の予定では

今年の６月から教員リクルートを開始し、１１月にリクルートを終える

６か月の計画を法人と立てていましたが、学校法人側がリクルートがで

きなかった理由は研究室がいつきちんと整備され、来ていただいた先生

の研究に穴が開かないということが説明できるかどうかということがは

っきりしませんでしたので、リクルートができなかった。その関係で１

年開学を遅らせるという市長の決断に至ったということもありますので、

我々としては、きちんとしたある程度の校舎を揃えて、研究ができる状

態にして開学するということで考えています。 

 

下瀬俊夫委員 どんな話を聞いても、スケジュールそのものがむちゃくちゃだ

ったんだろうなと思うんです。というのは未だに公立化の認可が下りて

いないわけでしょ。これが降りていないのに６月からリクルートをする

というのはまずむちゃくちゃな話ですよね。今回の定款変更の問題につ

いても、よそからの指摘で発見したと聞いたんですが、担当の部課が掌

握した上でやったということではないということに不安を持つわけです。

これから立てられたスケジュールで物事がきちんと進むのかという大変

大きな不安があります。もう一つは、市民が置いてきぼりで、全く分か

らない、説明されない。今回広報で延びましたという話がありました。

だけど、そんなことじゃない。東京理科大そのものの市民に対する説明

が本当にされていない。こういう状況の中で、次々とスケジュールを立

てられるということに大変大きな不安が市民の間にもあると思っていま

す。出てくる話が次々と変わってくるという事態も含めて、余りにも異

常すぎるという感じがするんですが、連合審査ということが提起された

ので、そのときに議論しますが、こんな状況は異常だと思われませんか。 
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大田成長戦略室長 やっている当事者としては、与えられた人数の中でやれる

ことを精一杯やっているというところが正直なところです。この度の定

款の変更については、学校法人が短大開設時の昭和６０年に宇部市から

譲与を受けた土地、当然今は所有者は学校法人であるので、寄附予定一

覧の中にその土地も挙がっていた、登記簿の写しもあったということで、

我々もその登記を確認した中で７月の議案を作りました。その後、１１

月９日の段階で宇部市に使用貸借をしてもらっている土地の協議に行っ

た段階で、「もともとあげた土地も返してもらうように法人には言ってい

るんだけど」ということが発覚して、我々もあわてふためいたというと

ころが正直なところですが、昭和６０年の宇部市と学校法人の契約であ

ったとは言え、そこまで目を配って見ておくべきだったと言われれば

我々に落ち度はあったと思います。そういう面では昨日の委員会の中で

も謝罪させていただきました。今後はいろいろな所に目を配りながら、

事務は進めていきたいと思っておりますけども、正直なところ全ての面

において非常にタイトなスケジュールで行っている状況です。でもやる

ことは一所懸命やるだけです。 

 

伊藤實委員長 これはすごく大きな問題で、人数が少ないからというのは全く

理由にならないんですよ。今回の大学設置の問題をもう１度見直しても

らいたいと思いますし、明日、昨日委員会で議決した案件が本会議で可

決された場合、認可予定はいつ頃ですか。 

 

大田成長戦略室長 具体的にいつになるということは県から聞いていません。

ただ、１１月９日に土地の問題が発覚した時点で、その日に県に連絡し、

申請をしている定款の内容に変更が生じる結果になるんですが、どうし

たらよろしいんですかという相談をしました。そうすると変更認可申請

を出してくださいということで、今日までに至っています。議決がいた

だければ早急に変更申請を持っていきますということを県に伝えていま

すが、いつ認可がもらえるかという話はいただいていません。 

 

伊藤實委員長 通常の申請では、他の書類審査はオッケーになっているので、

その部分だけでしょ。ある程度速やかに出ると思うわけですよね。山口

県も薬学部についても連携をしなければならないという中で、そういう

打診もしていないということですか。そうじゃないと認可自体も下りて

いないわけよね。そこはちゃんしないと。 
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大田成長戦略室長 担当部署の方とは毎日のように複数回にわたり、メールの

やり取りをしています。ただ、認可をいつ出すというお話はいただいて

いません。 

 

伊藤實委員長 メールじゃなくて、行かないと。 

 

岡山明委員 宇部市の土地ですが、宇部市から無償で貸与しますということに

なれば、認可の修正ということはあるんですか。今後、この土地が有料

になるのか無料になるのか分かりませんが。 

 

大田成長戦略室長 市から大学への出資一覧には影響はありませんから、定款

等への変更はありません。白井市長と久保田市長との間では引き続き学

校用地として使うことについては何ら支障が出ないようにするというと

ころについては、お互いの了解を取れています。ただ、使用貸借させて

いただいている土地プラス今回お返しする土地も含めて、山陽小野田市

とすれば引き続き使用貸借、無償で貸していただきたいとお願いしてい

ますけども、それが無償になるのか有償になるのか、一部買い取ってく

れということになるのか、それは宇部市からの回答待ちです。 

 

岡山明委員 宇部市の土地が有料になった場合、財産の評価が違ってくる可能

性はないんですか。 

 

大田成長戦略室長 買い取るということになると、評価をし、宇部市との間で

協議して、買い取った段階で、新ためて定款の変更をして出資するとい

うことになりますので、そうなればもう一回変更の議決が必要になりま

す。 

 

伊藤實委員長 それでは、この件は１５日に審査することにします。それでは、

次に審査番号４の健康福祉部関係に入ります。最初に国保年金課からお

願いします。 

 

亀田国保年金課長 それでは３４ページ、３５ページ、３款民生費１項社会福

祉費１目社会福祉総務費２８節繰出金のうち、国民健康保険特別会計繰

出金の２,３５４万７,０００円の増額は、額の確定に伴うもので、国保

被保険者負担軽減対策繰出金の２５１万１,０００円と保険基盤安定繰

出金の１,９３２万８,０００円及び人事異動に伴う職員１２名、臨時職

員２名分の人件費等によるものです。続いて、１４、１５ページ、国保
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特別会計繰出金への特定財源として、１４款国庫支出金１項国庫負担金

１目民生費国庫負担金１節社会福祉費国庫負担金のうち、国民健康保険

基盤安定費１,１４６万円の増額及び１６、１７ページ、１５款県支出金

１項県負担金２目民生費県負担金１節社会福祉費県負担金のうち、国民

健康保険基盤安定費５０３万３,０００円の増額及び国民健康保険負担

軽減対策費１２５万６,０００円の増額としています。これらはいずれも

額の確定に伴うものです。 

 

吉岡高齢福祉課長 高齢福祉課分で、３４、３５ページ、３款１項１目社会福

祉総務費２８節繰出金の介護保険特別会計繰出金１,４５３万５，０００

円の減額は、保険給付の決算見込みによる市負担分の減額、平成２６年

度事務費繰入金の精算及び人件費の調整によるものです。 

 

兼本障害福祉課長 ３６、３７ページ、２目障害者福祉費の１４億４,７５１万

６,０００円に１億８,９３０万６,０００円を増額し、１６億３,６８２

万２,０００円にするものです。それぞれの節について当初予算の執行状

況を確認する中で、おおむねの決算見込みをもって、今回の補正額を算

出しました。内訳として、１２節役務費のうち、手数料６００万円の増

額は、計画相談作成件数の増加によるものです。１３節委託料の日中一

時支援事業委託料４００万円の増額は、利用者の増加及び利用日数の増

加が原因です。１８節備品購入費については、平成２７年度から組織再

編により正職員が２名増員になり、システムのライセンスが不足してい

ましたので、障害者サービス管理端末を購入するものです。２０節扶助

費については、主に生活介護給付費７,０００万円、就労継続支援Ｂ型給

付費４,０００万円など、合計で１億７,０００万円をそれぞれ増額する

ものです。増額の主な理由としては、障害サービスについて、この平成

２６年度から障害者総合支援法の改正により、障害者の程度の重さを認

定する障害程度区分が、障害者に必要な支援の量を認定する障害支援区

分に変更されました。判定方法の変更により、判定結果が従前より少し

重く判定されるという傾向がこの１年間で見られています。これはあく

までも一次判定のコンピュータ判定のことです。平成２７年度において

も程度区分から支援区分に切り替え調査が行われていますので、法改正

の影響から当初予算が数字的に組みにくかったというところも原因があ

ります。また、サービスですけれども、就労系サービスや子供の放課後

デイサービスについては、申請件数が年々増加傾向にあります。このた

め、決算見込額が増加しています。これらに対する財源としては、１４、

１５ページ、歳入の１４款１項１目１節社会福祉費国庫負担金の自立支
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援給付費７,８７５万円、障害児支援給付費９２５万円を、同じく１４款

２項２目１節社会福祉費国庫補助金のうち、地域生活支援事業費２００

万円を増額しています。国庫補助率については２分の１です。次に１６、

１７ページ、１５款１項２目１節社会福祉費県負担金の自立支援給付費

３,９３７万５,０００円、障害児支援給付費４６２万５,０００円を、１

５款２項２目１節社会福祉費県補助金のうち地域生活支援事業費１００

万円を増額します。県の費補助率については、４分の１です。次に３５、

３６ページ、２目障害者福祉費の中で２３節償還金、利子及び割引料に

ついては、償還金を８０２万７,０００円増額するものですが、これは、

平成２６年度決算に伴う自立支援給付費及び障害者医療給付費に係る国

費、県費負担金の精算に伴う償還金です。 

 

吉岡高齢福祉課長 高齢福祉課分で、３目高齢者福祉費の長生園負担金の６５

９万６，０００円の増額については、主な内容は、長生園の入所人員が

少ないため、措置費の収入が見込めなくなり、構成市である山陽小野田

市と宇部市の分担金で補填するものです。 

 

亀田国保年金課長 ４目後期高齢者医療費は８万２，０００円を増額し、１１

億７１２万９,０００円とするものです。２３節償還金、利子及び割引料

については、後期高齢者医療に係る長寿・健康増進補助金の精算による

もので、２８節繰出金は人事異動に伴う職員２名分の職員給与費等によ

るものです。３８、３９ページ、５目国民年金事務費は３９万９,０００

円を減額し、４１８万円とするものです。内訳としては、人事異動に伴

う職員１名分の職員給与等ほか、法改正に伴う国民年金システムの改修

委託料６４万８,０００円によるものです。１６、１７ページ、国民年金

事務費への特定財源として、１４款国庫支出金３項委託金２目民生費委

託金１節社会福祉費国庫委託金を６４万８,０００円増額しています。 

 

川﨑こども福祉課長 子ども福祉課関係分で４０、４１ページ、２項１目児童

福祉総務費１２節役務費、手数料９８万円の増額は、福祉医療費助成事

業に係るレセプト審査手数料について決算を見込んで補正するものです。

２目児童措置費１３節委託料、保育所運営費は８,６３０万５,０００円

の増額です。これは、今年度から子ども子育て支援新制度が開始され、

私立保育所へ支払う運営費の算出方法が変わりましたが、当初予算の策

定時点では、運営費に新しく組み込まれる加算の算定方法等が国から明

確に示されておらず、予算に反映されていなかったこと、また、運営費

を算定する公定価格の単価が当初予算策定時に示されていた仮単価に比
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べ上がったこと、延べ入所児童数が当初見込みより増えたことなどの要

因によるもので、決算を見込んで補正するものです。１９節負担金補助

及び交付金、私立幼稚園運営費負担金１７９万９,０００円の増額は、今

年度から新制度に移行した私立幼稚園には市から運営費を支払うため、

新制度に移行した市内の幼稚園１園について入所見込み児童数等により

当初予算を組んでいましたが、これと別に市外の新制度に移行した幼稚

園へ入所する児童が数人いたため、それに掛かる運営費を決算を見込ん

で補正するものです。２３節償還金利子及び割引料３７６万１,０００円

は、平成２６年度の保育緊急確保事業費、保育所等機能強化推進費、児

童扶養手当給付費に係る国及び県補助金等の精算による返還金です。次

に３目母子福祉費２３節償還金利子及び割引料１８０万３,０００円は、

平成２６年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の精算による返

還金です。次に歳入は１２、１３ページ、１２款１項１目民生費負担金

２節児童福祉費負担金１,１９９万円の増額は、私立保育所に入所する児

童の保育料について年間の延べ入所児童数の増加により決算を見込んで

補正するものです。１４、１５ページ、１４款１項１目民生費国庫負担

金２節児童福祉費国庫負担金のうち保育所運営費１,９３０万２，０００

円の増額は、歳出で説明した私立保育所運営費の増額に伴う２分の１の

国庫負担分を補正するものです。施設型給付費負担金１６２万７,０００

円の増額は、これも歳出で説明した新制度に移行した私立幼稚園運営費

の増額に伴うものですが、この私立幼稚園運営費は全国統一分、地方単

独分と助成対象が２つに分かれています。これは全国統一分に当たるも

ので、その２分の１の国庫負担分を補正するものです。１６、１７ペー

ジ、１５款１項２目民生費県負担金２節児童福祉費県負担金のうち、保

育所運営費９６５万１,０００円の増額は、私立保育所運営費の増額に伴

う４分の１の県負担分、また施設型給付費負担金８１万４,０００円の増

額は新制度に移行した私立幼稚園運営費の増額に伴うもので、先程と同

じように全国統一分の４分の１の県負担分を補正するものです。２項１

目民生費県補助金２節児童福祉費県補助金、施設型給付費補助金１０２

万２,０００円の減額は、新制度に移行した私立幼稚園運営費の地方単独

分に当たるものです。全国統一分と地方単独分というのは負担割合があ

りますが、当初予算策定時では制度開始前で仮の割合でしか示されてお

らず、その後割合が変わったため、負担割合が小さくなった地方単独費

用分である県補助金は減額となるような現象が生じているところです。 

 

伊藤實委員長 それでは健康福祉部関係の質疑に入ります。 
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笹木慶之委員 二、三お尋ねしますが、まず１点目。３５ページの国民健康保

険特別会計繰出金２,３５４万７,０００円の増額ですね。国保の特別会

計を見てみますと、繰越金が３億２,８５０万５,０００円あります。そ

れとこれとの関係をまずお尋ねします。 

 

亀田国保年金課長 国保の特別会計における繰越金は決算認定を受けて行うも

ので、繰出金は国庫支出金及び県支出金の繰出等によるものです。 

 

笹木慶之委員 そういうことを聞いているわけではないわけで、全体の仕組み

として予算の中で次年度への繰越金が３億２,８５０万５,０００円ある

のに、なぜここで２,３５４万７,０００円の一般会計からの繰出金を増

やさなくてはならないのかということです。 

 

亀田国保年金課長 これは国と県との基準によるもので、軽減対策費及び保険

基盤安定費という２つのものがありますが、まず軽減対策費については

県が２分の１、市が２分の１、それから基盤安定費については軽減分と

支援分とがありますが、軽減分については、県が４分の３、市が４分の

１、それから支援分については、国が２分の１、県が４分の１、市が４

分の１という形です。 

 

笹木慶之委員 なぜそれを聞くかと言うと一般会計の経常収支比率は９２.４

かな、決算が終わった時点で。一般会計が非常に圧迫されているという

中で、扶助費と繰出金が要因であると言われているわけです。そういっ

た中での質問で、これを審議することについては、国民健康保険の財政

シミュレーション、国保会計は元々は現役負担ですよね。だから極端に

言ったら毎年精算してもいいような会計です。ですが継続性もあります

から、３年から５年ということが通例とされているわけですが、その辺

りを資料として出されないと中々難しい問題があると思いますが、それ

は今、いいです。その考え方を言っておきます。介護保険も実は同じこ

とが言えるわけです。介護保険は繰越金が８,３９２万６，０００円。に

もかかわらず、これは減額ですよね、１,４５３万５,０００円。この介

護保険と国保の考え方にどのような差があるんでしょうか。なぜ聞くか

って言うと、制度の問題からだと思うんですが、その辺りをきちっと整

理されないと、今言いますように一般会計の繰出金の考え方というか、

そこがきちっとつかめてないんじゃないかと思うんですが、どうでしょ

うか。 
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川地総合政策部次長兼企画課長 国保会計については、保険給付費がかなりま

だ動いてくるということが考えられますので、その辺を見込んで３月で

調整をしていけばいいかなと思っていまして、今回については、あくま

でも基盤安定の確定分のみを繰出金として決定したと。一方、介護保険

については、ある程度基金等の調整ですとか、事業費もほぼ確定してき

ますので、その他精算金の精算ですとか、そういったものを含めて全部

調整をしたということです。 

 

笹木慶之委員 今財政サイドからありましたけど、問題はそこなんですね。３

月でもう１回あるんでしょ、国保については。そのことが聞きたかった

わけで、それに向けて、国保の財政計画、財政シミュレーションの資料

は出していただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員 これは決算を見込んだものではあるんだけど、今言われたよう

に給付等がまだ動く可能性があるということで、最終はもう１回という

話ですが、問題は国民健康保険料引下げ等の措置がされていながら、今

回は据え置いたわけですね。据え置きながら、基金が増えているわけで

すよ。ここら辺の調整、いわゆる基金というのは大体１０％程度という

話があって、それよりも増えているということであれば、やはり国民健

康保険料の引下げに回すような対応がいるんではないかなと思うんです。

そこら辺は、途中から引下げっていうわけにはいかないから、ぜひ新年

度については具体的にそういう対応をしていただきたいという要望です。 

 

伊藤實委員長 要望ですね。それでは国保年金課はよろしいですか、他のとこ

ろも含めて。なければ次、高齢福祉課関係。 

 

下瀬俊夫委員 高齢福祉にしてもこども福祉にしても、口答だけで理解できる

という、そういうのは是非止めて、基本的に是非中身について、資料的

なものはぜひ出していただきたいと思います。各給付の増えた内容は言

われたように、若干の判定方法が改善されたって言いますか、変わった

っていうことがありますが、人数的にはどうなんですか。変わっている

んですか。 

 

兼本障害福祉課長 障害のサービスの利用者はやはり増えています。やはりサ

ービスの周知が段々できてきたということと人数も増えていますけれど

も、それぞれの方が利用される日数が増加傾向にあります。 
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下瀬俊夫委員 なおさら資料がいると思うんです。これは是非強く要求したい

と思います。 

 

伊藤實委員長 今、障害福祉課のほうに言ったんですが、高齢福祉課のほうで

ないですか。 

 

下瀬俊夫委員長 長生園のことで負担金の問題ですが、人数が減ったっていう

んじゃないんですよね。当初から居ないわけでしょ。結局、元々定員い

っぱいで予算を組んでいるという関係でこういう調整をすると、原課の

長生園の予算そのものが大きく狂ってくるんですよね。そこら辺で長生

園の背景も含めてですが、現状に合わせた予算措置が居るんではないか

なと考えているわけですが、これについては、ぜひそういう対応をお願

いしたい。 

 

吉岡高齢福祉課長 ただ今の指摘のとおり、現状に合わせた予算を計上したい

と思います。 

 

伊藤實委員長 今の件ですが、予算も分かるんだけど、すごく老朽化して、部

屋も２人部屋かな、その横には立派な施設ができているわけですよね。

将来構想というか、将来的にはどうしようということはどうなっている

の。 

 

河合健康福祉部長 長生園については、先ほど言われたとおり個室又は２人部

屋等々混じっています。そこのところも含めて、宇部市と山陽小野田市

とで、ただ今協議中ですので、協議しながら、今後の長生園のあり方に

ついて考えていきたいと思っているところです。 

 

伊藤實委員長 それは組合議会のほうで。 

 

下瀬俊夫委員 関連するので。宇部市、山陽小野田市両方の議会に関わる問題

なんで、少しぐらい言ってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。 

 

河合健康福祉部長 来週にこの一部事務組合の協議会を開きますので、その中

で協議した結果について報告させていただきたいと思います。 

 

伊藤實委員長 その件については、副委員長が議長なので、また報告があると

思います。それでは高齢福祉課関係よろしいですか。それではこども福
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祉課関係ありますか。 

 

下瀬俊夫委員 いろんな見直しの問題を言われましたが、現状の待機児童の数

を教えてください。 

 

川﨑こども福祉課長 待機児童は１１月１日現在で４３人です。 

 

伊藤實委員長 ほかに。それでは質疑を終わり、次、債務負担行為までいきま

す。どうぞ。 

 

兼本障害福祉課長 それでは７ページ、第２表債務負担行為補正について説明

します。表中２、３、４番の障害者支援施設等３園について、のぞみ園、

まつば園、みつば園です。平成２８年３月３１日で指定期間満了となる

ため、新たに指定期間を２８年度から３２年度の５年間として指定管理

するため、指定管理者委託料について債務負担行為を補正するものです。

限度額をのぞみ園については１,０６９万２,０００円、まつば園につい

ては３８９万１,０００円、みつば園については１,１５９万 1,０００円

としています。この３園については、法定施設であるため、事業の運営

に関しては事業報酬でまかなわれているために、指定管理委託料の内容

は施設の法定点検費用、備品のリース料等の管理運営費となります。な

お、地方自治法２４４条の２第６項の規定による指定管理者の選定につ

いては、議案１０９号で上程しています。指定管理者候補者は、社会福

祉法人山陽小野田市社会福祉事業団です。 

 

川﨑こども福祉課長 こども福祉課関係について、表中５番目の心身障害児簡

易通園施設なるみ園、そして６番目から１２番目の市内児童館について、

平成２８年３月３１日で指定管理期間が満了となるため、新たに指定期

間を平成２８年度から平成３２年度の５年間として指定管理するため、

指定管理料について債務負担行為を補正するものです。限度額をなるみ

園については、１億６,９９０万２,０００円、有帆児童館は、３,２２８

万３,０００円、高千帆児童館は３,１０２万８,０００円、小野田児童館

は３,３０３万９,０００円、須恵児童館は３,２７８万２,０００円、赤

崎児童館は３,２０９万１,０００円、本山児童館は３,２５０万２,０００

円、高泊児童館は３,２７４万９，０００円としています。なお、地方自

治法２４４条の２第６項の規定による指定管理者の選定については、議

案１０９号及び１１０号で上程しており、指定管理者候補者は、なるみ

園は、社会福祉法人山陽小野田市社会福祉事業団、市内児童館は、社会
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福祉法人山陽小野田市社会福祉協議会です。 

 

伊藤實委員長 それでは質疑を受けます。 

 

下瀬俊夫委員 どちらも、担当の民生福祉委員会では議論をしました。だけど

債務負担行為だから、金額だけ言えばいいという話ではないんじゃない

かなと。この館の事業評価も含めて、資料ぐらい出したほうがいいんじ

ゃないかなと思うんですよ。金額だけ認めてくれっていう話じゃないん

じゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

伊藤實委員長 実は産業建設でもあるし、それぞれの所管であるんですよね。

そこには事業評価、実績報告なり、そういう部分はそれぞれの常任委員

会ではしているので、一般会計のメンバーはそれぞれ３人ずつ出ている

んですけどね。 

 

古川議会事務局長 この債務負担行為は、議案として各委員会で十分審査され

ており、それを担保するための予算ですので、担当委員会に任せたとい

うことで審議していただいたほうがいいと思います。 

 

下瀬俊夫委員 実は担当委員会でもかなりこの問題は厳しく議論されているん

です。たしかに認めたということになっていますが、例えばこの児童館

で言えば、全部一括して事業評価されていて、１個１個の事業評価には

なっていないとかですね、そういう点ではいろんな不備もあるわけです。

たしかに委員会では議論はされてはいるんだけど、そこら辺のことまで

含めて、ここは何も分かっていないわけですよ。だから、そういう点で

は、もう担当委員会が議論したからこれはもうオッケーっていう話じゃ

ないんじゃないかな。少なくとも担当委員会でどんな議論があったかと

か、そういう報告ぐらいはまずきちんとされないと債務負担行為の議論

には中々なじまないんじゃないかなと思うんですけどね。 

 

伊藤實委員長 その場合は、議員間ですればいい話であって、そういうのはそ

れぞれの委員長なりからこの債務負担行為について、こういう議論があ

ったというやりとりでいいんじゃないかなと思います。このことについ

ては、自由討議でもそういう情報交換すればと思いますし、今こういう

ことがあったということがあれば、していただいてもいいんですが、ど

うしますか。 
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岡山明委員 ちょっとどうかなって思うんですけど、そういう福祉施設の絡み

で今回指定管理者ということで、例えば今年の夏に下関の障害者福祉施

設での虐待という形があった部分で、それが今回委託業者だった場合、

そういう形が埋め込まれているかどうか。そういう指定管理者にその形

が継続と言ったらおかしいですけど、そういう虐待のような形はないと、

そういう指定管理者に市のほうがしていると、状況を進めているという

形は、その辺は聞く権利はあるんですか。 

 

伊藤實委員長 ありますよ。 

 

岡山明委員 意見として、そういう指定管理者にそういう部分の指導はしてい

るかどうか、ちょっと。 

 

伊藤實委員ちょう 岡山委員は総務ですよね。民福の関係なので、逆に委員長

がおられるので質問されてもいいと思う。執行部というよりは委員会の

ほうでどうだったかでもいいと思いますよ。 

 

岡山明委員 それは委員長に聞くような形になるんですか。 

 

伊藤實委員長 そうでしょ。本来の委員会運営は、執行部に聞くんじゃないん

です。議員間が本来の委員会なんですよ。それで説明員として、数値は

どうかっていうのが本来の委員会なんですよ。この一般会計はそれぞれ

の常任委員会から３人ずつ入って、なおかつ委員長がおられるので、総

務の岡山委員が民生福祉でこういう議論はあったかということを聞いた

らいいんです。ないならないで、執行部のほうへ補助的な説明を求めた

らいい話。そういうことです。よろしいですか。それでは債務負担行為

については今後もあります。３月も出てくるので、しっかり常任委員会

で審査されたことについては、また委員会の中でも質疑されても構いま

せんので、そういう方向でいきます。 

 

下瀬俊夫委員 あとのやつはまた別の担当でやるの。 

 

伊藤實委員長 そうですよ。あと。 

 

下瀬俊夫委員 委員会でやるなら別にいいですよ。 

 

伊藤實委員長 後ほど出ます。それでは、のぞみ園等の負担行為に関わること
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についてはよろしいですか。それでは少し延長になりましたけど、休憩

に入りたいと思います。午後は１３時３０分から委員会を再開します。 

 

午後０時２２分休憩 

 

 

午後１時２７分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き続き、審査を開始します。次に審査番号

５の産業振興部関係について執行部の説明を求めます。 

 

多田産業振興部次長兼農林水産課長 それでは、歳出、５２、５３ページ、６

款農林水産業費１項農業費２目農業総務費を５９９万７,０００円減額

補正し、補正後の額を５,８０１万７,０００円とするものです。２８節

繰出金は、地方卸売市場事業特別会計繰出金で、９月議会において２６

年度決算認定を受けたことにより、繰越金１４万円が確定したことで、

一般会計から繰出金を１４万円ほど減額補正するものです。続いて、６

款農林水産業費１項農業費４目農地総務費を７３３万円増額補正し、補

正後の額を１億７,５８１万２,０００円とするものです。５４、５５ペ

ージ、２３節償還金、利子及び割引料は、多面的機能支払制度補助金に

おける対象農地の面積を一部削減したことに伴い、補助金を国、県に対

して返還するため、１２万円を増額補正するものです。多面的機能支払

制度補助金の負担割合は国２分の１、県４分の１、市４分の１で、現在

この補助金を活用している活動組織は２１組織あります。その内の３組

織から、土地利用の変更に伴う農業振興地域からの削除や所有者の死亡

などにより、維持管理ができなくなった農地を対象農地から除外したい

との申し出がありました。本事業は、平成２４年度から５年間継続する

ことが補助金交付の採択条件となっており、除外した農地の面積に対す

る補助金は平成２４年度まで遡って返還することとなっています。３組

織から３年間の合計で１５万９,９４０円の返還金があり、そのうちの市

補助分３万９,９８５円を差し引いた国・県補助分合計１１万９,９５５

円を返還するものです。６款農林水産業費１項農業費５目土地改良事業

費を４,６９３万円減額補正し、補正後の額を８,５４５万２,０００円と

するものです。１９節負担金、補助及び交付金は、国の補助金の割当内

示で事業費が大幅に削減されたことによる県事業の計画変更に伴い、県

事業負担金を４,８４２万円減額補正するものです。県営水利施設整備事

業、厚狭中地区は、厚狭中排水機場のポンプ設備を改修する予定を排水
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ゲートの改修に変更したため、２,２６２万４,０００円の減額、県営水

利施設整備事業、高千帆地区は、高千帆排水機場の１号ポンプ及び２号

ポンプを２か年の継続事業で更新する予定でしたが、１号ポンプのみを

２か年の継続事業で更新することとしたため、今年度分は２,８２９万

２,０００円の減額となります。続いて県営農地整備事業、後潟上地区は、

圃場整備に伴うパイプライン等の用水施設の詳細設計を行った結果に基

づき、２２５万６,０００円の増額となります。農業基盤整備促進事業、

赤川地区は、事業実施に伴う地元分担金を市が地元から徴収し、市負担

金と合わせて県に納入するため２４万円の増額となります。以上、県事

業４地区の負担金増減の合計により、県事業負担金は４,８４２万円の減

額となります。５６、５７ページ、６款農林水産業費３項水産業費３目

漁港建設費を４,５０２万３,０００円減額補正し、補正後の額を２,１９１

万８,０００円とするものです。５８、５９ページ、１５節工事請負費は、

国の補助金の割当内示で事業費が大幅に削減されたことによる埴生漁港

整備工事の計画変更に伴い、工事請負費３,６８７万５,０００円を減額

補正するものです。埴生漁港整備工事は、幅５ｍ、高さ１.７ｍの陸こう

の製作、据付及び浚渫土の処理を当初行う予定としていました。が、陸

こうの製作・据付のみとしたため、３,６８７万５,０００円の減額とな

ります。８０、８１ページ、１１款災害復旧費３項農林水産業施設災害

復旧費１目農業施設災害復旧費を１,５３６万９,０００円増額補正し、

補正後の額を１,５３６万９,０００円とするものです。１５節工事請負

費は、平成２７年８月２５日に山口県近辺を通過した台風１５号の豪雨

により被災した、農地、農道、水路等の農業施設９箇所の復旧を行うた

め、１,４８０万８,０００円の増額となります。続いて、歳入、１２、

１３ページ、１２款分担金及び負担金２項分担金１目農林水産業費分担

金を１７２万６,０００円増額補正し、補正後の額を１７２万６,０００

円とするものです。１節農業費分担金、災害復旧事業分担金は台風１５

号の豪雨により被災した農業施設９か所のうち、農地４か所の災害復旧

事業の実施に伴う地元分担金で、１４８万６,０００円の増額となります。

１節農業費分担金、土地改良事業地元分担金は、県営農業基盤整備促進

事業、赤川地区の事業実施に伴う地元分担金で、２４万円の増額となり

ます。１４、１５ページ、４款国庫支出金１項国庫負担金３目災害復旧

費国庫負担金のうち、２節農林水産業施設災害復旧費国庫負担金、農業

施設災害復旧費は、台風１５号の豪雨により被災した農業施設９か所の

災害復旧事業の実施に伴う国庫負担金で、８１４万８,０００円の増額と

なります。１６、１７ページ、１５款県支出金２項県補助金３目農林水

産業費県補助金を２,９５０万１，０００円減額補正し、補正後の額を
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８,６４５万９，０００円とするものです。３節水産業費県補助金、埴生

漁港改修事業費は、埴生漁港整備工事の計画変更に伴い、支出金２,９５０

万１,０００円の減額となります。２０、２１ページ、２０款諸収入４項

雑入２目雑入のうち、６節農林水産業費雑入、多面的機能支払制度補助

金過年度返還金は、３地区の活動組織が対象農地の面積を一部削除した

ことに伴う３年間分の返還金で、１５万９，０００円の増額となります。

２１款市債１項市債３目農林水産業債を５,０６０万円減額補正し、補正

後の額を５,７９０万円とするものです。１節農業債、農業施設整備事業

債は、県事業の計画変更に伴う県事業負担金の減額により、４,３９０万

円の減額となります。２節水産業債、水産業施設整備事業債は、埴生漁

港整備工事の計画変更に伴う事業費の削減により６７０万円の減額とな

ります。２１款市債１項市債８目災害復旧債のうち２節農林水産業施設

災害復旧債、農業用施設災害復旧事業債は、台風１５号の豪雨により被

災した農業施設９箇所の災害復旧事業の実施に伴う市債であり、４４０

万円の増額となります。 

 

伊藤實委員長 それでは執行部の説明が終わりました。委員から質疑を受けま

すが、最初に歳出の農林水産業費１項農業費についてから質疑を受けた

いと思います。５０ページから５５ページまで。 

 

下瀬俊夫委員 ５３ページ、地方卸売市場について宿題があったんですが、こ

れはもうそろそろ分からないといけない時期なんですが、いいですか。 

 

森山農林水産課農林係長 先般学校給食への食材搬入の関係ということで、必

要以上の量という話が質問としてあったと思います。学校給食のメニュ

ー自体は１か月ほどに決まっています。給食食材については事前に把握

されている中で、給食食材の準備は前日に行われています。給食食材の

売買については、通常と同様に流通単位で行っています。その流通単位

といいますのが、玉ねぎとかじゃがいも、人参といったかさばるものは

箱単位で納品される。ですので、玉ねぎであれば２０ｋｇの箱、じゃが

いも、人参であれば１０ｋｇ、ただ葉物、野菜とかになったら２００ｇ

とか３００ｇという単位で納品はされているという状況になっていて、

それぞれの小売業者、卸売業者も含めて確認したところ、流通単位で行

われているということ自体は仕方がないと。小売業者についても流通単

位なので、学校給食分以上の余分が出る場合もあると。ただそれについ

ては、店頭販売若しくは他の流通販売のところもあるということで、基

本困ってはいないという形の分で回答はいただいています。 
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下瀬俊夫委員 結局、実態がどうかっていう問題ですよ。学校給食から卸売市

場に注文が入って、小売店は各学校に運ぶだけなんですね。そうでしょ。

自分が注文をとっているわけじゃないんですよ。運ぶだけなんですよ。

余分に持って帰れと言われているわけでしょ。今言われたように箱単位

で持って帰れとか、注文以上のものを持って帰れということになってい

るわけでしょ。困っているか困っていないかの話じゃないんですよ。自

分が注文もしていないのに持って帰れと言われていると。それは学校の

負担じゃないんでしょ。小売店の負担になっているんじゃないんですか。

ちょっとそこら辺が分からない。 

 

森山農林水産課農林係長 今言われたように学校からの発注、注文で、例えば

じゃがいもなら１５ｋｇ必要だという形であれば、じゃがいもので２ケ

ース、１箱１０ｋｇが２ケースという形で、２０ｋｇが実際に小売業者

に一旦納品される。その分の１５ｋｇを学校サイドに持って行き、残り

の５ｋｇを先ほど言ったように店頭販売若しくは他の納入先のところに

持っていくかという話になります。そこを負担になるかどうかっていう

話になるかというところもあるかと思いますが、現実聞取りをしたとこ

ろで言えば、ちょうど納められるに越したことはないけれども、実際食

材が足りなかったら学校に迷惑も掛かるという形で、実際ある程度の余

分、ストックというのは、実際どこの小売業者も必要だと認識されてい

ます。その中で余ったものは店頭販売含めて自分のところで処理という

か対応はできていると聞いています。 

 

下瀬俊夫委員 正確に答えてください。僕が言っているのは、注文は卸売市場

に言って、各学校に運ぶのは小売店だと。ということは小売店がいるか

いらないかっていう話ではないんですよ。小売店が持っていくだけなん

です。持っていくだけなのに余分なものを小売店の負担で払わなければ

いけないんじゃないかと言っているわけですよ。それが事実かどうかっ

ていうことをまず確認したいんです。 

 

森山農林水産課農林係長 実際小売業者が必要量以上のものを買わされている

という言われ方であれば、そういった面もあるかもしれません。 

 

下瀬俊夫委員 結局、学校に運んでいるだけなのに余分に持って帰れと言われ

て、それが小売店の負担になっているわけよね。だから売れるからいい

んだっていう話じゃないんですよ。問題は要りもしないのに運ぶだけな
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のに負担をさせられているっていう現実があるんではないかと。今言っ

たようにこの卸売市場の話は学校給食に運ぶだけなんですよ。自分のと

ころで要るやつは他の市場で買ってくるんです、小売店は。例えば下関

とか。それなのに学校給食に運ぶだけなのに余分なものを負担させられ

ているという現実があるという点について、これはおかしいんではない

かと言っているわけですよ。じゃないですか。 

 

森山農林水産課農林係長 委員が言われるのも最もだと思っていますが、ただ

その一方で、それぞれの小売業者のほうも流通単位での販売納入、その

前提条件の中で学校給食への納入という分も受け入れていただいている

という側面もあります。 

 

下瀬俊夫委員 それは全く話が違うんですよ。そうやって余分なものを販売し

て何とか利益が上がればいいわけですよ。ところが売れない店もあるん

です。売れない店も持って帰れって言われているんですよ。だから困っ

ているんです。だから、たまたま各学校に運ぶだけの業者が逆に市場か

ら押し付けられて余分なものを抱え込むという現実があるんだというこ

とをきちんとしなきゃいけないと思いますよ。自分のところで注文を受

けてそれで運んでいるわけじゃないんです。卸売市場が注文を受けて、

小売店は運ぶだけですからね。そういう点では余分なものを抱えさせる

というのは基本的には間違っていると思います。 

 

多田産業振興部次長兼農林水産課長 委員御指摘のとおり、市場は運搬の手法

を持っていません。そのような中、市内一円の小売店の営業活動、利益

を得る、多少ではありますが、そういう仕事を担っていただくという中

で「ロットで持っていってください。必要ではない部分は小売で」とい

う流れがあるということは実態としてあると思います。ただ、そのこと

自体で市場からのニーズを持っている方々へ運搬について、再度小売店

等との協議は必要になるかもしれません。この委員会の中で委員から意

見があったので、市場と運搬業務の一翼を担っている小売店との中で協

議をして「そういう問題点が提起されているが」ということを今後、お

互いの腹蔵のないところを詰めていければと考えます。委員指摘の部分

は、全てではないにしても現実に必要分以外を受けた方が処分されると

いう事実があるということは認識しています。したがって、今申し上げ

た形で事務局としては場を設定したいと考えます。 

 

中村博行委員 ５５ページ、２３節の償還金について、２１組織のうち３組織
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から面積が減ったということですが、農業を取り巻く環境が非常にきび

しいという背景があって、高齢化で農業を営むことが難しいということ

で面積を減らされたと。それに対して一組織の中でどのように対処して

いこうとされているのか。今後も増え続けるんではないかと推察される

わけですが、市として可能性があるところにどのような支援をされよう

としているのですか。 

 

多田産業振興部次長兼農林水産課長 確かに多面的機能によって、保全管理し

ていく農地ということで、どうしても「是非やってください」、「やりま

しょう」というところで始まった事業です。ところが農地転用、土地利

用の変更です。これについては、荒廃農地という考え方には至らないと

思います。ところが権利者が亡くなったことによりそれを相続される

方々の家庭環境や農業に関する考え方がどうなのかと、そこまで突っ込

んだところは把握していません。ただ、周辺の方々が一丸となって、対

象の土地ではないが隣接したところに荒廃地があるとどうしても隣接し

た優良農地も荒廃していくおそれがあると。こういうことについては、

地元の方々とコンセンサスを得ていくべきだと思います。ただ、落とす

については、交付税をもらって、県費をもらってと、なおかつ荒廃農地

を増やさないということを目的としている事業ですので、落とすに当た

っては、「どうしようもない」ということをもって落とさざるを得ないと

いう判断をしています。 

 

下瀬俊夫委員 ５５ページの県事業負担金とか５９ページの埴生漁協の整備事

業の減額ですよね。具体的な資料を出したほうが、予算措置も含めて、

委員会審査の上では分かりやすいのではないかなと思うんですが、いか

がでしょうか。 

 

多田産業振興部次長兼農林水産課長 本日の午前中からの委員会を見て、少な

くともこの土地改良事業費の明細、当初予算、それから実施予算との比

較は必要かなと内部では話をしていたところです。今日という話ではな

いにしても、今後こういう多岐にわたる事業、少なくとも４つとか２つ

とかいう項目での減額、増額補正をする際には資料を作成して対応した

いと考えています。今回のこの件について、資料はどうしたらよろしい

でしょうか。 

 

伊藤實委員長 他の部署もそうですが、今日じゃなくてもいいので、速やかに

事務局のほうへ出していただければ。 
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多田産業振興部次長兼農林水産課長 それでは作って、対応します。 

 

松尾数則委員 同じく県事業の負担金ですが、中地区とか高千帆の排水機場辺

りの話があって減額されているんですが、負担金について文句を言って

もしょうがないんだけど、これで大丈夫かなと。下水のほうで雨水対応

のものを造られる予定らしいんですけど、それができるまではここに頼

るしかないんですよね。その辺のところ大丈夫かなという気がするんで

すが。 

 

多田産業振興部次長兼農林水産課長 高千帆排水機場と厚狭中の排水機場はス

トックマネジメント事業のメニューの一環である２つです。これ自体は

機能低下による能力の復元を図るという更新事業です。したがって、施

工時期とか能力的に降雨の多い時期とかそういったものを避けた中で１

機ずつ機能を回復していくという考え方で事業を進めています。議員御

質問のことについては、突発的な豪雨は想定外という言葉はそぐわない

と承知していますが、何せ老朽化した施設ですので、時期をにらみなが

ら支障のない形で整備していきたいと。ポンプが全然動かないという状

態ではありませんので、その辺りはある意味御安心をいただければと思

います。 

 

笹木慶之委員 今のところですが、国の補助金の割り当て、国の内示によって

減額されたのか、それとも自主的な判断によってされたのか。これは埴

生漁協のことも含めてお尋ねします。 

 

多田産業振興部次長兼農林水産課長 基本的には内示が予算要求したほど付か

なかった。内示が減額されて内示されたということに基づくものです。 

 

笹木慶之委員 当初予算で組んであったものを減額されたんですから、今言わ

れたとおりだと思うんですが、今後についても積極的に対応していかな

いと、これはできないと思います。他の補助事業等の関連もありますけ

ど、やはり最新の訴えを国、県に対して出していかないと、やはり割当

額は確保できないと思いますので、その辺はしっかりと努力してくださ

い。 

 

多田産業振興部次長兼農林水産課長 今の御意見はもっともです。農林水産に

ついては美祢農林事務所、県の出先ですが、非常に協力体制を山陽小野
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田市にはとってくれています。ところが国のお金の関係があり、この減

額補正、増額補正ともあるわけですが、県事業の枠の中で何を最優先し

ていくかということを私どものほうへ相談に来られて、山陽小野田市は

何を優先するのかという詰めを何段階かした上で、こういう補正を提出

しています。今後、今抱えている事業については強く県に要望し、また

国に強く、県と一丸となって要望していきたいと考えています。 

 

笹木慶之委員 最後にしますが、市は計画財政というか、事業計画を持ってこ

とに臨んでいるわけですから、目標年次にふさわしい事業が適正に進行

するように最善の努力をしてもらいたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

伊藤實委員長 はい、ほかに。よろしいですか。それでは続いて債務負担行為

について執行部の説明をお願いします。 

 

白石商工労働課長 ７ページ、第２表債務負担行為補正の追加について、商工

労働課関係分について説明します。まず、労働会館指定管理者委託料は、

期間が平成２８年度から平成３０年度までの３か年で、限度額は１,９９４

万３,０００円です。限度額の算出に当たっては、税抜き価格を６０８万

円として、平成２８年度は８％の税率、平成２９年度、３０年度は１０％

の税率を加算して算出しています。なお、指定管理者候補者は、日本労

働組合総連合会山口県連合会中部地域協議会です。続いて、商工センタ

ー指定管理者委託料は、期間が平成２８年度から平成３０年度までの３

か年で、限度額は１,２７９万２,０００円です。限度額の算出に当たっ

ては、税抜き価格を３９０万円として、平成２８年度は８％の税率、平

成２９年度、３０年度は１０％の税率を加算して算出しています。なお、

指定管理者候補者は、小野田商工会議所です 

 

伊藤實委員長 これも午前中にあったように産業建設常任委員会でしっかりと

審査していますので、委員長から何かあれば。 

 

中村博行委員 指定管理については、この２件よりも後ほど出てきます江汐公

園について非常に長い審査をしました。その過程において、資料につい

て当初から審査員の点数については求めていましたので、出してもらっ

ていましたが、労働会館、商工センターについては、利用の内容につい

ての質疑があり、労働会館は非常に利用しにくい、その一つに暗いとい

うイメージがあったと聞いています。実態をしっかり執行部で見てもら
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った上でしてほしいということがありました。どの施設にしても、応募

があったのが１団体だけであったということで、何とか継続してやって

もらいたいという思いもあったと思います。商工センターは内容とあっ

ていないのではないかという指摘がありました。というのは、始めから

赤字になって、商工会議所がそれを繰入れで補てんしている状況が分か

っているのかというのがありました。それから、商工センターの駐車場

の料金はどうなっているのかということについては、それは入っていな

いということでした。この２件については、さしたる問題はないという

ことになりました。 

 

伊藤實委員長 産業建設常任委員長から審査報告がありましたが、質疑はあり

ますか。 

 

下瀬俊夫委員 福祉会館の場合にあったんですが、前回より委託料が減らされ

るという傾向があります。努力すればするほど実は減らされるんです。

今回、労働会館と商工センターの場合にこういう事例があったのかどう

か。 

 

中村博行委員 直接そういう質疑はありませんでしたが、労働会館については

利用すれば利用するほど赤字になるので、じっとしておいたほうがいい

という意見がありました。商工センターは「指定管理料が見合っていな

い。会議所が補てんするということがわかっているのにそのままやるの

か」という意見がありました。 

 

下瀬俊夫委員 先ほど言ったように、「経営努力をして黒字が出る。委託料が余

る」とかというようになったように、前回契約時よりも委託料が減ると

いう傾向になるのかどうかについて。 

 

白石商工労働課長 両施設は、人件費関係がほとんどを占めていて、今回の管

理料の算定に当たっては、最低賃金等も上昇していますので、その辺り

も加味して、管理料は下がっていません。 

 

下瀬俊夫委員 前回よりも下がっていないということですね。先ほど言われた

ように「すればするほど赤字になってしまう。指定管理者が負担しなけ

ればならない」という事例があると聞いているんですが、それは委託料

に入らないんですか。 
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白石商工労働課長 労働会館で問題になったのは、人件費以外の管理費、需用

費の関係で、電気料の基本料金をピーク時で算定するようになりますの

で、その分、次年度以降上がれば歳出を圧迫するということにはなりま

すが、この度の算出に当たっては、需用費等については３か年の使用量

を基に現在の単価で計算していますので、そういうことはこの２施設に

はないと思います。 

 

下瀬俊夫委員 商工センターはどうですか。 

 

白石商工労働課長 同じです。人件費と管理費が主ですので、アップ分につい

てはこの度の金額査定で配慮しています。 

 

下瀬俊夫委員 中村委員に聞きますが、負担することはないということですが、

いいんですか。 

 

中村博行委員 実際に商工センターの場合、過去の資料をもらった中で、会議

所が繰入金を発生させているという状況があります。例えば２５年度は

１８万５,０００円、２６年度が２３万８０００円という資料がありまし

たので、その辺はどうなんだという意見が出てきたわけです。 

 

白石商工労働課長 主なものが人件費で、これは一人丸々というわけではなく

て、商工センターの業務も分担していますので、その割合で生じたもの

かなと思います。その分を商工会議所のほうで繰り入れたと理解してい

ます。 

 

伊藤實委員長 要するに一人の人の業務の比率を５対５にするのか７対３にす

るのか、という部分の割合でこうなったということですね。 

 

下瀬俊夫委員 中村委員長の話では、委託料にプラスしているということです

か。今の話では、人件費は委託先の会議所が本来会計でみなければいけ

ないわけでしょ。ところが委託料の不足分という言い方をされると、そ

の辺がよく分からない。 

 

中村博行委員 もらった資料では、指定管理者評価表の中で収入状況としてあ

がっています。指定管理料が約４００万弱で、それとは別にその他の項

目で挙がっているということで、これは何だとなったわけです。 

 



41 

 

伊藤實委員長 後ほどの江汐公園のところでも出ると思いますが、今言われる

のは、商工会議所からの実績報告についてそうなっていたということで。

それでは、この部分について他にありますか。なければ次に入りますが、

その前に１５分まで休憩します。 

 

午後２時休憩 

 

 

午後２時１５分再開 

 

伊藤實委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。執行部の説明をお願い

します。 

 

榎坂土木課長 ６２、６３ページ、８款土木費２項道路橋りょう費３目道路橋

りょう維持費１１節需用費、修繕料を２,１００万円増額するものです。

修繕料は例年決算額として５,２００万円から５,８００万円の間で推移

しています。毎年、上半期の修繕料を参考にして、下半期分として今回

２,１００万円を計上しました。修繕の主な内容は、道路のアスファルト

補修、側溝補修、安全施設補修その他伐採等を含みます。１２月２日現

在、修繕等の苦情処理で３３４件を受け付け、処理しています。６４、

６５ページ、８款土木費３項河川費１目河川管理費については、支出額

に補正はありませんが、一般財源から地方債、市債への財源振替に伴う

補正です。対象事業は、東下津地区内水排水対策検討事業の設計委託料

です。当初予算では一般単独、一般事業の起債を充当していました。充

当率は７５％で、予算額１,４００万円の７５％の１,０５０万円を起債、

３５０万円を一般財源としていました。この度、一般単独自然災害防止

事業債、充当率１００％が可能となったため、１,４００万円全額を起債

充当として、一般財源３５０万円を減額します。引き続き、歳入として

２１款１項４目土木債２節河川債、一般財源から３５０万円全額地方債

を充当する予定にしています。 

 

森都市計画課長 ６６、６７ページ、８款土木費５項都市計画費１目都市計画

総務費１３節委託料において企画調整委託料１,００４万４,０００円を

減額します。これは、コンパクトなまちづくり推進事業として、今年度、

厚狭駅南のモデル地区において、コーポラティブ方式による住宅分譲の

実施に向けて、入居者募集の準備を進めるためのコーディネート業務を

委託する予定でしたが、国からの交付金の内示額が６割程度であったこ
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と、また、入居希望者を募集するために、まずモデル地区の魅力を高め

る必要があることから、今年度は事業内容の見直しを行うこととし、予

算を伴う事業の執行を中止するものです。２８節繰出金において、下水

道事業特別会計繰出金を５,６２５万９,０００円減額しています。これ

は、下水道事業において前年度繰越金の認定及び今年度国庫補助金の内

示に伴い、事業費を減額することによるものです。２目緑地公園費１１

節需用費において、修繕料を２００万円増額しています。これは、８月

２５日の台風１５号による暴風で緑地や公園の樹木及び照明柱などが倒

れたことで修繕箇所が増加し、予算が不足するためです。次に歳入につ

いて、１４、１５ページ、１４款国庫支出金２項国庫補助金４目土木費

国庫補助金２節都市計画国庫補助金は、コンパクトなまちづくり推進事

業の減額に伴い、事業費の２分の１の５０２万２,０００円を減額します。

１８、１９ページ、１８款繰入金１項基金繰入金２目まちづくり魅力基

金繰入金１節まちづくり魅力基金繰入金５００万円の減額についても、

コンパクトなまちづくり推進事業の減額によるものです。 

 

中森建築住宅課長 ６項住宅費について、７０、７１ページ、１３節委託料、

耐震診断員派遣業務委託料を８０万６,０００円減額、１９節負担金、補

助及び交付金のうち、耐震診断・改修事業補助金を１６０万円減額する

ものです。本市では、山陽小野田市耐震改修促進計画に基づいて、民間

住宅等の耐震化を進めており、本年度については、木造住宅の耐震診断

に対する補助、多数の者が利用する建築物の耐震診断に対する補助及び

木造住宅の耐震改修工事に対する補助の３つを予算化し、事業を進めて

きました。木造住宅の耐震診断に対する補助については、１３節委託料

に該当するものです。当初２３件を見込んでいましたが、申込みが思う

ように伸びず、１０件へ減じようとするもので、１件当たりの委託費が

６万２,０００円であることから、減ずる１３件分、８０万６,０００円

を減額するものです。また、多数の者が利用する建築物の耐震診断に対

する補助及び木造住宅の耐震改修に対する補助については、１９節負担

金、補助及び交付金の耐震診断・改修事業補助金に該当するもので、そ

れぞれ 1 件ずつを予定していましたが、希望者がありませんでしたので、

耐震診断分１００万円と改修事業分６０万円の計１６０万円を減額する

ものです。続いて、それに伴う歳入について、１４、１５ページ、３節

住宅費国庫補助金、社会資本整備総合交付金を減額するものです。歳出

の合計２４０万６,０００円に対して、交付金の補助率が２分１であるこ

とから、半分の１２０万３,０００円を減額するものです。１６、１７ペ

ージ、２節住宅費県補助金、耐震診断・改修事業費についてですが、交
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付金と同様に県費の補助率は４分の１であるため、６０万１,０００円を

減額するものです。 

 

榎坂土木課長 ８０、８１ページ、１１款災害復旧費２項公共土木施設災害復

旧費１目道路橋りょう河川災害復旧費１５節工事請負費として３,８９０

万６,０００円を増額するものです。これは平成２７年８月２５日の台風

１５号に伴う災害で、市内の公共土木施設６か所が被災したため、国の

災害復旧事業により復旧するものです。本日配布した資料で、道路災害

として３か所、市道目出旦山手線、災害復旧延長１５メートル、道路ブ

ロック積みで復旧、市道大木大持線、災害復旧延長１４メートル、道路

ブロック積みで復旧、市道平原上畑線、災害復旧延長１３メートル、重

力式擁壁で復旧です。次に河川災害として３か所、普通河川石束川、復

旧延長６メートル、河川用ブロック積みで復旧、普通河川稲倉川、普及

延長４９.６メートル、河川用ブロック積みで復旧、普通河川小森川、復

旧延長３.５メートル、河川用ブロック積みで復旧です。同じく２２節補

償、補填及び賠償金として３５万９,０００円計上するものです。これは

普通河川石束川の災害復旧工事で支障となる立木の補償費です。続いて

歳入の１４、１５ページ、１４款国庫支出金１項国庫負担金３目災害復

旧費国庫負担金１節公共土木施設災害復旧費国庫負担金２,６１８万９,

０００円とします。２０、２１ページ、２１款１項８目災害復旧債１節

公共土木施設災害復旧債として１,４１０万円を充当します。 

 

伊藤實委員長 それでは、ここで質疑に入ります。最初に土木課関係について。 

 

下瀬俊夫委員 ６３ページの修繕費ですが、災害普及箇所として同じように資

料として大まかなものがあれば審査がしやすいと思いますが。 

 

榎坂土木課長 位置図を出すと分かりやすいと思いますが、件数にして約３４０

件ありますので、なかなか難しいと思います。 

 

下瀬俊夫委員 地図にしなくても、一覧表でもいいので。 

 

榎坂土木課長 一覧表にしても地図と同じように難しく、側溝についてもいろ

いろありますので、決算で審査いただけたらと思います。 

 

伊藤實委員長 ９月の決算のときに工事額幾ら以上ということでいいので、資

料を提出してもらいたいと思います。 
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笹木慶之委員 道路橋りょう維持修繕費が３４４件でしたかあるということで

したが、そのうち災害申請した箇所はどのくらいあるのですか。そのう

ちこの度６件ほど採択されたということでしょ。 

 

榎坂土木課長 災害については、現年度被災して現年度申請というルールにな

っていますので、国の採択の基準、県の採択の基準のところについては

災害の箇所は出しているのが全てです。これで対応できない場合は災害

応急として応急的にするシステムがありますので、それで対応していま

す。この災害応急システムは土木の職員が災害があったときに全市を回

るわけですが、見落としたところが何箇所かありますが、それについて

は適宜土木課のほうで対応できるようにしています。金額的に国の事業

費、県の事業費の枠から外れた小規模なものです。 

 

笹木慶之委員 国、県にのせられない事業については、どのように考えていま

すか。 

 

榎坂土木課長 基本的には管理する人がだれかということが前提になってくる

と思います。管理する中で国、県事業で実施できない事業については市

の小規模土木事業であったり、災害応急であったり、そのようなシステ

ムに乗せて復旧したいと思います。 

 

笹木慶之委員 道路管理者が市長の場合はどうなりますか。 

 

榎坂土木課長 修繕などで対応しています。 

 

笹木慶之委員 しっかりパトロールして適切な対応をしてください。 

 

伊藤實委員長 道路橋りょうの修繕ですが、コンクリートの劣化とか修理の前

の保守点検、長寿命化も含めての状況との関係ですが、診断しないとい

けないと思いますが、古いのが相当あると思います。その計画とその見

通しについて。 

 

榎坂土木課長 市内の道路橋りょうについては、５か年計画で診断するように

しています。これで診断結果が出ますので、悪いところについては通行

止めにしますが、今のところそのような橋りょうはありません。 
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伊藤實委員長 それでは、都市計画関係。 

 

下瀬俊夫委員 コンパクトシティについて、どのような事業の見直しをしたん

ですか。 

 

森都市計画課長 今年度予算を要求したときに考えていたのは、コーポラティ

ブ方式で宅地分譲を進める準備として、ハウスメーカーや地権者を集め

ながら、実際に販売するための準備をしようということで進めていまし

たが、実際今年になっていろいろ不動産会社と話をしましたが、コーポ

ラティブについての知識がないので、販売しようとしても手が挙がるか

という不安が先にありました。実際国の補助金を使ってやりましょうと

なったときに業者から手が挙がらなければ事業が進みませんので、中途

半端な状態で国にお金を返還する最悪な状態になってしまうと考えまし

たので、まず、じっくり事業の進め方を、例えばあの土地について地権

者が魅力を感じるような優遇策であるとか支援策がないかなと県とも月

に１回ぐらい協議しながら、他市の情報も教えてもらっています。その

中で市が何を取り込めるかということを検討している最中です。 

 

下瀬俊夫委員 駅南が在来線口との関係でいっても、孤立をしているわけです。

連絡が非常に悪い状況です。あそこに住むだけというだけではなかなか

魅力がない。その点で一つは南北連絡道というものが出てきたんですが、

これはコンパクトシティの中ではあまり言わなくなったですよね。この

位置付けはなくなったんですか。 

 

森都市計画課長 構想としては南北の連絡は必要と考えています。ただ、いつ

行うかということになると、まず駅の南側に人が張り付いて利用者がど

んどん増える段階で進めるべき、かなり高額な事業になりますので。た

だ、今回考えているのはモデル地区にしていますのが、南でも西側の地

区なんですが、１か所あまり大きくないんですが、鉄道の下を通る道が

あります。ただそこも暗いということがありますので、何とかそこを通

りやすくして進めていくべきではないかということは考えています。 

 

下瀬俊夫委員 確かに自転車がようやく１台通れるような道です。そこは水路

もありますので、なかなか難しいと思います。人が通る連絡道程度の話

ですよね。その改善は確かに必要ですが、あそこだけというのはいいイ

メージは沸きません。駅の跨線橋を利用した方式が一番いいと思ってい

ますが、これは検討には値しないのですか。 
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森都市計画課長 現在の跨線橋を利用するという提案もＪＲからはあったんで

すが、実際にコンサルが見ると新たな柱を建てる必要があるので、無理

という判断をしています。 

 

松尾数則委員 コーポラティブを見直すということですが、昨年度５００万程

度でコンサルに出していますよね。その件もあって別の方法があるんじ

ゃないかという気がするんですが、コーポラティブはあきらめるという

ことですか。 

 

森都市計画課長 コーポラティブをやめるということではなくて、構想に掲げ

た中ではコーポラティブだけではなく、スマートタウンという構想も掲

げています。それらについてもいろいろな施策を考えていかなければい

けないのですが、現在研究段階です。 

 

河野朋子委員 コーポラティブ方式というのは耳慣れないものですし、スマー

トタウンとかいろいろ構想を言われたときにその時点で少し疑問を感じ

たような構想でスタートして予算を付けられて、今の時点で現実とかけ

離れているかなという気がしますが、どれぐらいのスパンというか、今

後の見通しはどうなんでしょうか。 

 

森都市計画課長 まちづくりはどうしても時間がかかると考えていて、市が主

導で何かを作るということであれば、予算を確保しながら計画的にとい

う具体的に示すことができますが、民間事業者を何とか誘導したいとい

うことで、実際民間の人がどんな形で動いてくれるかということの予測

が立たないことがあります。 

 

伊藤實委員長 民間への優遇策、財政的支援とかいうところだと思うんですが、

魅力があれば民間が来るわけですよね。コーポラティブの方式で住宅が

５０戸くらいでいくと何年もかかる。時間がかかるけど、新幹線ができ

て２０年で、２０年はかかるだろうと思っていますが、いまから２０年

掛かっては困るんですよ。魅力となると理科大じゃないですかね。今日

は債務負担行為で先延ばしになったんだけど、実際そういうことで成長

戦略室から打診はあったんですか。 

 

佐村建設部長 理科大の位置がどこになるかというところについては、別の委

員会で審査されていますし、候補地はどこがあるかという説明もあった
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と思います。部長が集まった中で位置についての発言もする機会はあり

ました。まちづくりを考えたときに私は私なりの意見、薬学部が建てば

その波及効果はかなりあるということは間違いないという発言はしてい

ます。 

 

伊藤實委員長 全庁的な話なんですよ。まちづくりの手段として、理科大の公

立化、薬学部の話があるので、魅力という話になれば、庁議などでそん

な議論があったかなと思ったわけですが。 

 

笹木慶之委員 委員長にお聞きしますが、東京理科大の公立化について、全部

長が出席しましたよね。その後の委員会には全く姿が見えない。厚狭駅

の南の問題を語るには強烈なインパクトがいるということで誰も知って

いるわけです。人が増えれば南北通路ができるという論理であるならば

増える策を打たなければいけないじゃないですか。ということで次の連

合審査では全部長の出席を要請したいと思いますが。 

 

伊藤實委員長 そういう意見があったということで。 

 

矢田松夫委員 これほど減額されたということを含めて、駅南そのものに魅力

がなかったということもあるんじゃないかと思うんです。それを含めて

市の身の丈にあった計画を練り直すということは考えていませんか。 

 

森都市計画長 厚狭駅周辺のまちづくり構想は今年の３月にできています。こ

れは構想の部分なので、これに続いての基本計画の業務委託をして策定

をしていますが、これは案の段階で、実際に市が予算を付けて進めるか

ということは検討段階ですので、お示しすることができていないのが現

状です。 

 

松尾数則委員 建築指導費で人が増えたということですか。 

 

篠原財政課長 １名増となっています。 

 

伊藤實委員長 次に建築住宅課関係。なければ次に債務負担行為の説明をお願

いします。 

 

森都市計画課長 債務負担行為補正について、７ページ、江汐公園指定管理者

委託料について、期間は平成２８年度から平成３２年度までの５か年で
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限度額は１億３,８６４万４,０００円です。限度額については、税抜き

価格を２,５３０万円として、平成２８年度は８パーセントの税率、平成

２９年度以降は１０％の税率として算出しています。なお、指定管理者

候補者は、株式会社晃栄です。 

 

伊藤實委員長 この件については、先ほどと同様に産業建設常任委員会で審査

していますので、中村委員から補足があれば。 

 

中村博行委員 これについても、評価点の資料はもらっていますが、それに伴

い、評価内容について、委員会での審査が長引いた一番の原因は、評価

点の審査項目の中で、経費節減というのが、全部で８項目あるんですが、

８番目に９点という高い点が計上されていました。それについては一般

会計委員会でも以前から指摘をしていて、自主財源を使うことになると

点数が低いということで改善をしてもらったと思うんですが、指定管理

についても、経費節減が９点であるということで、そこに比重が掛かっ

てきてということもありました。そこで、内容を精査するということで

８項目にそれぞれ細目があるんではないかということで資料を要求した

んですが、執行部がいろいろ検討して、やっと出てきました。そうする

と経費節減には３項目あるということで、大きな査定の要件であること

に違いがないということであり、それを勘案した中で、バラ園の悪い例

が顕著であったので、実績、今後の事業計画の資料を求めました。その

中で十分納得する内容ではなかった。事業計画の中では例えば売店とか

入場者による上積みが年間５０万円程度しか計画にないので、実質ない

に等しいということもありました。それらを踏まえて、しっかりチェッ

クをしてもらうということで毎年６月にモニタリングをしっかりやって

おり、毎月１回現地で聞き取りをしているので、これをしっかりやって

いきたいという答弁がありましたので、これについては、応募が１件し

かない場合には基本的に継続ということが見え隠れしていました。委員

の討論が３名あったんですが、それぞれ附帯条件を付けた可決のような

内容になりました。３年と５年の問題で、江汐公園は５年ということで、

３年から５年に延びていますが、内規があるようで維持管理のみであれ

ば３年、初期投資を含めたもので経費を回収するという面があるものに

ついては５年ということで、江汐公園の場合は５年にされたということ

もありました。 

 

伊藤實委員長 ということで産業建設常任委員会ではいろいろ議論があったと

いうことです。この件で何かありますか。 
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下瀬俊夫委員 ２点ほど、一つは公募をかけて一件しかなかったのかどうかと

いうこととあの公園で除草剤を使っているということについて、議論に

なったのかどうか。 

 

中村博行委員 応募は１社のみです。公募は１０月１日から２８日までという

ことで広報等で公募されています。それから、除草剤については、バラ

園は非常に専門性を要しているということで、前任者に比べて、技能が

若干なかったということもあったということで、当初農薬を使うことが

難しいということで、言い換えれば何もしないでこうなったという話も

あったように思います。 

 

森都市計画課長 除草剤はバラ園では使っていません。バラ園では殺菌剤を使

う予定であったのが、使わなかったので病気が発生したということで、

バラ園では除草剤は元々使っていません。 

 

下瀬俊夫委員 バラ園では除草剤を使っていないというのは聞いているんです。

ただ、江汐公園の中で除草剤を使っているということを聞いたことがあ

るので、その確認をしたんですが。 

 

森都市計画課長 以前使ったという話は聞いています。今年度当初に指定管理

者と話をする中で、除草剤をどうしても使いたい部分が出てくるかもし

れないけれど、使う場合は事前に使用方法も含めて協議をして、承認を

得て使うようにということを指示していますが、今年度は申し出があり

ませんでしたので、使用していません。 

 

岡山明委員 産建の委員長に前の件でお聞きしたいんですが、バラ園を失敗し

てこういう状況ということで、民間の考え方でいくと、一つの工場をつ

ぶしたような形なんです。その責任を追及するのに、指定管理者だけに

それを求めていくのか。その上に、山陽小野田市が委託をしているとい

う部分で、技術の伝承をしない状況で委託をして、安全が第一という状

況の中で、市からの肝心要めの技術の伝承が途絶えてしまったというこ

とで、それに対して、山陽小野田市側の責任というのが見受けられない

んですが、どうでしょうか。 

 

中村博行委員 伝承という部分については意見はありませんでした。ただ、危

機感については執行部もしっかり持っていて、審査の中でも委員が指摘
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した厳しい意見も業者にはされているということで、それぞれバラ園の

反省の基にその辺をしっかりしたいということは執行部からはありまし

た。 

 

岡山明委員 そういう状況であれば、バラ園は専門性が高いという意味で、前

任者が構築したバラ園に対して、関わらなくなったのでこういったこと

になった。そういう意味で、支援の形、今離れている方に講師として面

倒をみてもらうような形はないということでしょうか。 

 

佐村建設部長 バラ園をきれいに育てること、前のバラ園は評判がよかったと

いうことが私たちの考えです。前回指定管理になったときにバラ園につ

いて、江汐公園の目玉でもあるし、これをどんどん活用して人を集めて

いきたいというところがあったわけですから、前任の方の技術を伝承し

ようとした事実はあります。「前の方を指定管理者に対して使われる考え

はありませんか」、いわゆる技術の伝承ですが、そう働きかけたと聞いて

いますが、市と指定管理者の契約ということになれば、選ぶのは指定管

理者側にありますので、結果的には前任者が離れたということがありま

す。結果については、結果責任ですから、市としては枯れたりすれば、

元に戻してもらう。今を維持すればいいわけではなく、今以上にバラ園

をもっと盛んにして人に来てもらうようにするということを業者に働き

かけていくことになろうかと思います。 

 

岡山明委員 専門性に関して、技術を持った方が必ずいると思いますので、先

ほど言ったように特別講師のような形にして招いて、バラ園を今以上の

形にするという姿勢は市にはないんですか。あくまでも管理者に丸投げ

で、市としてはそれ以上の予算は出さないということですか。 

 

佐村建設部長 この人なら必ずという人がおられれば、そういうこともあろう

かと思いますが、契約の中では業者が選ぶということになりますので、

市で強制できないと思います。それから枯らした原因にもなったんです

が、殺菌剤や殺虫剤を結構使わないとなかなか育てるのは難しいと聞い

ています。枯れた原因ががん腫病という病気になった。現在管理してい

る会社の考え方がそういう殺菌剤に依存しないような土作りをしたいと

いう方向性を持って進めているということがありましたので、それにつ

いては長い目で見ないといけないと思いますが、指定管理が決まれば、

バラ園は一回轍を踏んでいますので、これを反省してもらって、こちら

もそういうようにならないように厳重に見ていかなければいけないと思
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います。ただ業者に誰を持ってきなさいということは市として強制でき

ないと考えます。 

 

下瀬俊夫委員 前回の指定管理のときにバラが枯れたということですが、この

間の反省もあって順調に育っているということを聞いているのですが、

それは確認できますか。 

 

森都市計画課長 バラの時期に現地を確認していますが、どうしても植え替え

たものは株が小さいですから、見事な花を付けるためにはこれからどん

どん管理していく必要があると思いますが、現在においてバラは適正に

管理されていると考えます。 

 

伊藤實委員長 それでは、質疑を終結します。ここで、休憩し、次に教育委員

会関係の審査を２０分から開始したいと思います。 

 

午後３時１５分休憩 

 

 

午後３時２０分再開 

 

伊藤實委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 

今本教育部長 それでは、教育委員会関係分について、１０ページ、１０款教

育費、補正前の額１９億１,１２６万３,０００円に２,５０２万５,０００

円を追加し、補正後の額を１９億３,６２８万８,０００円とするもので

す。今回の補正は、人件費以外では学校教育課関係のみとなっています

ので、学校教育課から説明します。 

 

笹村学校教育課長 ７２、７３ページ、１０款教育費１項教育総務費２目事務

局費２１節貸付金９４万円は、小中学校へ入学する児童生徒の保護者に

対して、入学に必要な物品の購入に要する資金を貸し付ける制度を創設

することに伴い、貸付金を補正するものです。別紙参考資料、事業内容

についてですが、就学援助費の中には、新入学児童生徒学用品費という

項目があり、学校へ入学する際に掛かる費用を補うため、小中学校１年

生に対して、学用品費に入学用の支度金を上乗せして就学援助費を支給

する仕組みになっています。しかし、実際に支給するのは、前年度の所

得の確定後になるため、７月初旬となります。このため、ランドセルや
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制服等の入学準備のための資金が必要な方を対象に、入学前に入学資金

を貸し付ける制度を創設するものです。制度内容については、この度の

補正に併せて、小中学校入学資金貸付規則を制定します。対象は、就学

援助費の受給資格者に認定される見込みのある人で、入学資金の貸付が

必要であると認められる人とし、貸付月は学校へ入学する前の２月から

３月を想定しています。貸付額は、就学援助の学用品費と新入学児童生

徒学用品費の合計額を上限とし、小学校入学者約３万２,０００円 中学

校入学者約４万６,０００円になります。返済方法は、翌年度に支給され

る就学援助費をもって償還します。認定されない場合あるいは市外転出

した場合は、即時返済してもらいます。予算額は９４万円とし、小学生

１５人、中学生１０人を想定しています。実施時期は平成２８年度に入

学する者から運用開始する予定です。７８、７９ページ、１０款教育費

６項保健体育費１目学校保健体育費１９節負担金、補助及び交付金１７０

万円の増額は、児童災害共済給付交付金を補正するものです。教育委員

会では、学校で起こった児童生徒の事故に係る医療費を補てんするため、

スポーツ振興センターが所管する児童災害共済保険に加入しています。

事故が起こった場合は、スポーツ振興センターからの給付金を一旦市が

歳入し、歳出として給付金を保護者へ支払う仕組みとなっています。予

算額は過去の実績に応じて６３０万円を計上していましたが、今年度は

入院を必要とする事故が多く起こったため、予算不足となる見込みです。

よって、不足分を補正するものです。歳入、２０、２１ページ、２０款

諸収入４項雑入２目雑入１０節教育費雑入１７０万円の増額は、歳出に

おいて説明したスポーツ振興センターからの児童災害共済給付金に係る

歳入になります。 

 

伊藤實委員長 それでは、質疑を行います。 

 

矢田松夫委員 事業内容に書いてありますが、ランドセル、制服等ということ

ですが、この中に学用品や給食が含まれるかどうか。他の市ではこうい

うものも含まれていたんですが。 

 

今本教育部長 就学援助費については、給食費等も含まれますが、これは入学

前に必要な費用ということで想定していますので、入学前に必要なラン

ドセルとか学用品費を支給するための費用ですので、給食費は入ってい

ません。 

 

矢田松夫委員 それでは、学用品は入るということですね。それから、受給資
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格者に認定と書いてありますが、審査方法はどうされますか。 

 

古屋学校教育課主査 要件が次年度に支給される就学援助の受給資格者なりま

すので、申請してもらう際に、前年の収入が分かるもの、源泉徴収票等

を添付してもらって、申請の際に仮審査をする予定にしています。就学

援助の認定される方を対象に貸付が必要な方に対して、貸し付けすると

いうことです。 

 

岡山明委員 小学校１５名、中学校１０名と人数が指定されていますが、就学

援助は生活保護を受けられている可能性のある児童は対象になるんです

か。 

 

古屋学校教育課主査 生活保護を受けている方については、修学旅行費のみが

就学援助の対象になります。その他の部分については、生活保護の教育

扶助が出るようになっています。 

 

下瀬俊夫委員 ２点確認します。１点は幼稚園費の人件費で何人職員がいるん

ですか。 

 

今本教育部長 ６人分です。 

 

下瀬俊夫委員 ２点目は、図書館費で厚狭の複合施設で厚狭図書館から移転し

ていますよね。実は私たちも移転の作業に行きました。教育委員会は初

日に一人行っただけで後は誰も来ない。中心は正規の職員２人と臨時職

員ですよね。女性だけが移転作業していて、後は友の会の皆さんがお手

伝いに行っている状況なんです。教育委員会も含めてもっと援助すべき

じゃないかと思うんですが。 

 

今本教育部長 図書館の蔵書がたくさんありますので、女性が多いので応援に

行きますよということで、教育委員会全体でしなければいけないという

認識は持っています。厚狭図書館と連絡を取りながら、「人手は居るか。

手伝いを出しましょうか」など、社会教育課と中央図書館と厚狭図書館

で話をしているところです。それで何人来てほしいかということは今定

かではありませんが、引越しの最終段階でこのあいだ全部厚狭図書館に

持っていきましたが、そういう段階で人手がいるかどうか、よく連絡を

取っているところです。友の会の皆さんが手伝っているという話を聞い

て、ありがたいことですが、職員が出ないのにボランティアの方にお願
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いするのもどうかという話をして、その後社会教育課も何人か行ったと

思いますが、実績は確認していません。ありがたいことですが、ボラン

ティア任せになってはいけないという認識は持っています。 

 

岡山明委員 先ほどの就学援助の貸付ですが、いい事業だと思っていますが、

９４万円の金額、それに対応する人数を確定した理由を教えてください。

貧困家庭、普通の家庭の半分しかない家庭がある。ひとり親家庭もある

状況の中で、どこからその数字が出てきたのか。それから、もう一件、

人数が超えた場合は余分に出してもらえるのかどうか。 

 

古屋学校教育課主査 この事業は、栃木県日光市が導入している事業です。日

光市は、人口約８万６,０００人で、本市よりも若干多いわけですが、こ

の市の実績が６人に貸付をしているという状況があります。なぜ９４万

円になるかということですが、新規事業ですので、何人申請されるかが

分からない状況で、ある程度枠取り的にはなりますが、小学校１５名、

中学校１０名として予算を組みました。これだけあれば足りないという

ことはないかと思いますが、万が一ということがあれば補正等で対応し

たいと思います。 

 

下瀬俊夫委員 小学校６年生が中学校に上がるということで、それが１０人程

度というのは想定しにくいんですよ。現在小学校６年生で就学援助を受

けている子供は１０人程度ですか。 

 

古屋学校教育課主査 現在、１３５名ぐらい就学援助を受けています。就学援

助は前年度の所得が確定するのが６月になりますので、その後認定作業

をして１回目の支給が７月初旬です。通常は購入をしておいて、後から

補塡されるという制度ですが、子供が学校に入るわけですので、ランド

セルとか制服とかが買えない、資金が必要という方を対象に貸し付ける

というものですので、それほど多くの方が利用するというものではない

かと思っています。実際に日光市では中学校は５名利用されています。 

 

下瀬俊夫委員 小学校６年生で就学援助を受けている方が中学校に入るときに

利用するかしないかという話ですよね。基本的は全部対象なんですよ。

問題は後から就学援助をもらったときにそれを返せばいいというだけの

話ですから、新たな負担が生じるものではないんですよ。この貸付は現

に受けている子供たちが小学校から中学校に入るときに受けることがで

きるということでしょ。それが１０人程度ではないんじゃないかと言っ
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ているんです。 

 

古屋学校教育課主査 確かに１３５名ぐらいが就学援助の認定を受けて、その

方が中学校に上がれば就学援助を受けられるだろうと思います。先ほど

説明したように、この度の制度が事前支給の事業ではなく、あくまでも

必要なものが購入できない方に対して貸し付ける事業になりますので、

議員が言われるように事前支給ということであれば、そのままの人数が

対象となりますが、準備できない方に貸し付けるという事業ですので、

他市の状況等をみてこの人数で予算計上したところです。 

 

下瀬俊夫委員 これにこだわって何か言おうとしているわけではありませんが、

ただ、小学校から中学校に上がる子供たちがいろいろな準備をする上で

就学援助で入学支度金が支給されるわけです。だから、百何人の方が対

象であることは事実なんです。言われるように自分たちで準備するから

いいよという方はいいんですよ。必要な方は貸付制度がありますよとい

うことでしょ。だけど、貸付であっても返済する義務はないんだから、

就学援助を受けている方が受ける可能性があるんじゃないかと言ってい

るんですよ。 

 

古屋学校教育課主査 多くの方が申請に来られるんじゃないかということです

かね。それについては、あくまでも貸し付けるということですので、趣

旨から言って「実際に入学に必要な物を揃えるお金はあるけど、支給が

７月になるので、早くもらえるということを聞いたので、申請に来た」

という方については、きちんと制度の趣旨を説明したいと思います。あ

くまでもそういうものを揃えるのに貸付が必要な方に対してお貸しする

という制度です。 

 

下瀬俊夫委員 就学援助で入学支度金というのは、制度としてあるわけです。

体育用具などもクラブ活動費というのが支給対象にありますよね。それ

と同じように就学援助を受けている子供が中学校に入学するときに入学

支度金を受ける可能性はあるわけですよ。問題は貸付制度を利用するか

どうかは別にして、受ける可能性があるわけです。説明してお断りをす

るかのような話でしたが、それはできないんじゃないですか。現に受け

ている子供たちが入学支度金を借りたいというときには当然これは支給

対象ではないんですか。 

 

今本教育部長 就学援助を受けているという現状において生活がある程度困窮
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しているということが認められますので、中学校に入学にするときに貸

し付けるということについては、合理性はあるかなという気はしていま

す。小学校も１００名程度の方がいらっしゃるんですけど、２４０名ぐ

らいの予算を組むかとなると、小学校については審査もまだ確定してい

ませんので、返還してもらう二度手間が出てくるということがあります。

そこが問題かなと思いますが、中学校についてはその現状においてその

まま引き続き経済状況が変わらなければ入学支度金について困窮してい

ると認めざるを得ないのかなという気がしています。 

 

伊藤實委員長 就学援助が１００人なら１００人居ましたと。全員がこれを申

し込む可能性があるということで、岡山委員が言われた「人数が増えて

も出るのか」という話があるので、これを借りなくてもいいよという数

字の中で１０名とかを想定しているわけでしょ。駄目ですよということ

を就学援助を受けている人には言えないということで、これは言えない

と思いますよ。審査が前年度の所得でしょ。それが６月以降じゃないと

確定しないので、遅くなるので、入学前に教育委員会の好意として先に

しましょうということなので、基本的にはマックスこれだけの就学援助

を受ける人が１００％するかも分からないということを想定しておかな

ければいけないということなんですよ。実際はないかもしれないけど、

そのときは３月に緊急に補正しないといけないこともあるし。それと、

貸付とありますが、この利息はどうなんですか。 

 

今本教育部長 利息はありません。 

 

伊藤實委員長 無利息なら無利息と明記すべきで、無利息なら借りようという

人がいますよ。それから、これは全児童に配布するんですか。 

 

古屋学校教育課主査 広報にも載せますし、１月の終わりに入学通知書を送り

ますので、それに添付して周知しようと思っています。 

 

伊藤實委員長 ほかによろしいですか。なければ本日の審査は終わり、１５日

にまた審査をしたいと思います。それでは、本日はこれで終了します。 

 

午後３時４５分散会 

 

平成２７年１２月９日 
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一般会計予算決算常任委員会委員長 伊 藤  實 


